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日 時  平成２０年１２月１７日（水）午後７時００分 

場 所  八王子市役所議会棟   第５委員会室 

 

 



第９回スポーツ振興審議会 

新体育館基本方針・基本計画に関する小委員会日程 

 

１ 日  時    平成２０年１２月１７日（金）午後７時００分 

 

２ 場  所    八王子市役所議会棟   第５委員会室 

 

３ 議  題 

１．基本方針・基本計画策定をまとめるにあたって残されている課題 

  ２．その他 

 

          
  八王子市スポーツ振興審議会委員 

       市内スポーツ関係   澤 本 則 男 

                  西 澤 敬 司 

                  丸 山   正 

       学 識 経 験   和 田 喜久夫 

       公      募   川 井   昂 

                  鴨 川 康 史 
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【午後７時００分開会】 

○澤本委員長  きょうは、暮れの忙しい中、また、足もとのお悪い中を御出席いただきましてあ

りがとうございます。定刻となりましたので、第９回の「新体育館整備基本方針・基本計画策

定に関する小委員会」を開催いたします。 

   ただいまの委員数は５名です。長田委員と浪越委員と野口委員からは欠席の連絡がありまし

た。丸山委員は、きょう出席ということになっておりますので、どちらにしましても過半数に

達しておりますので、本会議は有効に成立しております。 

   本日は、前回に引き続き、「残されている課題」のうち、運営面について御議論をいただき

ます。 

   資料は、お手元に配付のとおりです。事務局から、説明をお願いいたします。 

○事務局  それでは、説明させていただきます。 

   前回は、たくさんヒントをいただくことができました。ヒントをもとに、資料をまとめたつ

もりでございます。 

   それから、運営面につきましては、６月までにご審議いただいた施設面と違いまして、どこ

かで切るということができない、それにやっと気がついたんですけれども、施設の場合は、切

って切って積み上げていくことができるんですが、運営の場合は、例えば予約の方から入った

ら、では一般開放はどうなんだ、それから市民体育大会はどうなる、必ずリンクしてまいりま

す。輪になっているものですから、なかなか切るのが難しいという形にやっと気がつきました。

それで、今回はちょっと各論部分からお話をさせていただきまして、どのみち輪になるのであ

れば、細かいところから入って最終的に輪にしようと、そういう形で考えております。 

   それではまず、資料の右肩に番号が振ってございますが、№１、これから説明させていただ

きたいと思います。 

   施設の予約ですとか優先順位、あるいはどういう大会にどういう施設を割り振る、そういっ

たことを考えるに当たりまして、どうしても市民体育大会、これをどういうふうに扱っていく

か決めませんと、考えることができないということに気がつきましたので、まずは細かい部分、

各論の部分から、この市民体育大会をどうやっていくか、ここについて議論をさせていただき

たいと思います。 

   まず資料ですけれども、開会式、それからあとは各種目ごとの現在の実態を表にしたのが左

側でございます。それに御議論をいただく中で、右側に案を文言で表記させていただいており

ます。 

   では、それぞれ説明させていただきますが、まず、開会式。一番上、太い字にしてあるのは、

これは、これで決めでいいのではないかと思いましたので、こういう太い字にさせていただき

ましたが、開会式は、オープニングセレモニーとして、どういう会場がふさわしいか、これを

考えた場合には、当然、新しい体育館のメインアリーナ、全団体が集まりますので、ここを優

先的に使っていただく。これでいくべきであろうと考えております。 

   それから後の部分です。各種目のところなんですけれども、種目に応じて、いろいろな特性
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がございます。それで、その特性に応じた形で施設を割り振りませんと、なかなかうまいこと

予約の優先順位もつけることができないということで、まず、市民体育大会が１日で済んでい

る種目がございます。それが上の方、大部分ですね。それから、競技者、団体が多い種目につ

きましては、２日以上かかっております。それが下段の方に並んでおります。 

   それで、まず種目ごとに御説明いたしますが、剣道につきましては、現在、主競技場それか

ら第１から第３会議室、これを使いまして、大会を行っております。ただ、剣道の場合には、

前日の夜も、いろいろ使うことがあって、主競技場、それから第１から第３会議室を押さえて

いる。フェンシング、ダンススポーツについても同様です。フェンシングの場合は、主競技場

と第３競技場だけ。ダンススポーツについては、今の体育館全館を借り切ると、そういう形に

なっております。それから、柔道、少林寺、ミニテニス、なぎなた、合気道、弓道と、このあ

たりにつきましては、それぞれ、その特性に応じた場所を使っておりますが、これについては、

大会当日のみしか施設は使わないという形になっております。それから体操。体操につきまし

ては、器具の問題がございますので、今のところ分館でやっていただいていると。ただ、聞く

ところでは、分館のほかに、どこか学校の体育館も借りてやっているということでございます。

それから空手、居合道、武術太極拳、この三つにつきましては、甲の原体育館をメーンにして

使っていただいているということです。ここまでは、一つの体育館で済んでいる固まりです。

その下、卓球につきましては、競技人口が多いということで、１日で大会は済んでいるんです

が、主競技場と分館競技場の２つを同時に使っているということです。それから、２日以上要

する種目ですけれども、バドミントン、バレーボール、バスケットそれからフットサル。これ

が２日以上を使ってございます。バドミントンの場合は、卓球同様、一遍にたくさんの試合を

こなす必要があるので、主競技場と分館競技場、これを使って２日間です。それから、バレー

ボールについては、主競技場と、それから分館競技場、あと甲の原体育館の第１体育室、これ

を使って、その備考欄のところに書いておきましたけれども、主競技場２日、甲の原を４日、

主競技場２日の場合には、甲の原もセットになっています。それから、バスケットの場合は、

主競技場と分館競技場、それから甲の原の第１体育室ということで、分館を４日、甲の原を２

日、さらにミニバスで主競を１日使っていると。フットサルについては主競技場を３日間使っ

てございますが、そのうち２日間は土曜日ですので、半日ということですね。 

   それが概略でございますが、では、それをどういうふうに割り振っていくのかという部分で

すが、まず、右の文言の部分を見ていただきたいんですが、市民体育大会会場の基準（案）と

いうことで、一番上ですね、大原則は基本的には現状を踏襲していただく。すなわち、１日で

主競技場だけで済んでいるような大会については、既存の施設、今までどおりにやっていただ

く。ただ、それで会場不足が起こっているわけですから、新体育館を会場とする競技について

はどうしていくのがいいのかというのが、そこの２番目でございます。 

   先ほど説明しましたとおり、（１）で、開会式については新体育館のメインアリーナを使っ

ていただこうと。その次が、個別の事項になります。以下の項目に該当する場合は、新体育館

のメインアリーナを使っていただく。ここは、メインと特定させていただきました。というの
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は、そこ①②に理由を書いてございますが、二つ以上の体育館を使用している種目、すなわち、

表の方でいけば卓球より下ですね、ここは二つ以上の体育館を使っております。その種目のう

ち、メインアリーナを使用することで既存の施設を二つあけることができる。そうすると、一

遍に二つの競技場がふえますので、それについてはメインアリーナを使っていただくことで、

ほかの団体の場所をあけていただこうということです。これに該当するのは、今のところ卓球

とバドミントン。卓球とバドミントンは、メインアリーナに全部収容し切れますので、卓球と

バドミントンがメインアリーナを使えば、一遍に分館競技場と主競技場があきます。 

   それから２番目、②の部分ですが、大会日程が２日以上にわたる種目、下のバドミントン以

下の部分ですね、この種目のうち、大会日程を短縮できる種目、これについては日程が減るこ

とで別の館をあけることができますので、これについてもメインアリーナを使っていただく。

具体的に言いますと、下の方、点々で現状と書いてある、点線で囲ってあるところが右の下の

方にございますが、バスケットのところを見ていただきたいんですが、バスケットは、現状で

は主競技場でも分館競技場でも２面しかとれません。ところが、市民体育大会レベルで考えま

すと、メインアリーナを使いますと３面とれます。したがいまして日程を詰めることができま

すので、バスケットについてはメインアリーナを使ってもらっていいのではないかということ

ですね。 

   それから、バドミントンと卓球がメインアリーナを使えば、どうして一遍に二つあくのかと

いう根拠ですが、備考欄の下の方を見ていただきたいんですが、卓球、バドミントンのところ

に矢印で書いてございますが、メインアリーナは、今２，７００平米を想定してございます。

そうした中で、現主競技場が１，５４０平米、分館競技場が１，１７７ということで、足すと

２，７１７、ほぼ２，７００平米です。ですので、卓球と、それからバドミントンについては

融通がききますので同じ面積があれば収容できるであろうということで、ここについては一遍

に二つの施設をあけることができるからメインアリーナを使っていただきたいというのが、こ

この提案でございます。ただ、無制限というわけにはいきませんので、その右のところの

（３）番、それに該当する種目であってもメインアリーナを使える日数は最大２日とする。こ

こに縛りをかけたいと考えております。基本的に卓球の場合は１日で終わってしまいますので、

メインを使えば１日で終わってしまいますので卓球は問題ないんですが、バドミントンの場合

は、どうしても２日必要になります。メインを使っても２日必要になりますので、バドミント

ンを基準に２日と。バスケットの方は２日では処理はできませんが、バドミントン並みが限界

かなということで、最大２日ということにさせていただいております。 

   それから（４）番ですが、市民体育大会においては、メインとサブ両方を使うことは認めな

い形。というのは、それだけ施設を、空きをつくりたい、空きをつくるためにメインアリーナ

を使ってもらうことに提案してございますので、メインとサブを両方使って施設が使えないの

ではもともこもないということで、両方は使えないというのが（４）の提案です。 

   それから（５）番サブアリーナですが、既存施設の使用日程がバッティングした場合、新体

育館のサブアリーナを使える。そうしないと、大会の会場不足で新しい体育館ということで考
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えているわけでございますので、この規定がなければ何の意味もないということになります。

ですので、既存施設の使用日程がバッティングした場合にはサブアリーナを使う権利が生まれ

る。ただし、バッティングしたどちらが主競を使って、どちらがサブアリーナを使うのか。こ

れについては、日程調整会議の中で調整していただいて、どちらが新体育館のサブアリーナを

使うのにふさわしいか、それは日程調整会議の中で決めていただこうということです。 

   それともう一つ、新しい体育館・サブアリーナには、親子がお互いの顔を見ながら親子とも

に安心できるというキッズルームを想定してございますので、例えばママさんバレーとか、そ

ういったことでキッズルームを使う必要があると。それが明らかに必要性があると認められる

場合であれば、それはサブアリーナを使っていただく。これは、バッティングとか、そういう

問題ではなく、キッズルームという観点から、その種目は使えますよということです。 

   それから７番目、これは土曜日利用の奨励の意味で入れたものでございますが、土曜日に試

合を行う場合には、新体育館のサブアリーナまたはメインアリーナを使うことができる。でき

るだけ土曜日に消化することで、土曜日は日程に空きがありますので、そういった形で消化し

ていっていただけませんかということです。ただ、メインアリーナについては、いろいろなも

のに使いたいという部分がありますので、原則はサブアリーナですよということです。 

   それから既存施設を使用する種目として限定したのが、先ほど説明しました、前日の夜から

市民体育館を使う種目。剣道、フェンシング、ダンススポーツ。これについては、前日からと

いうことになりますので、今までどおり現市民体育館を使ってくださいということです。 

   それと、４番目、これは御議論いただきたいんですが、市民体育大会として体育館を使用で

きる大会は、大会参加者の何割以上かが八王子市民であること。これを御提案したいと考えて

おります。それはどうしてかと言いますと、ダンススポーツの備考欄を見ていただきたいんで

すが、ダンススポーツの場合、八王子市民体育大会という冠は乗っておりますが、その実態が

関東圏の大会になっているということで、八王子市民が１５．９％しか、３０９ペアのうち４

９ペアのみが八王子市民でございます、６１回大会の実績ですが。そうした中で、本当に市民

体育大会と言えるのかという問題がございますので、市民体育大会は市民体育大会、それから

その関東圏の大会は関東圏の大会として、関東圏の大会はメインアリーナで使用料を支払って

開催すればよいのではないかというのが、こちら側からの提案でございます。 

   それで、またもとに戻るというか、個別の種目にいきますけれども、柔道、少林寺、ミニテ

ニス、ここについてはくくりましたが、これについては、現状どおり、原則の１番、現状踏襲

という部分で、これについては問題がないのかなと考えております。これ、私の独断ですので、

ここについて、これに問題がないかどうか、ちょっと教えていただきたい。それから、なぎな

た、合気道については、主競を使っておりません。それは、主競が混んでいるから使ってない

のかどうか、そこについて検討していただきたい。もしも、主競があいてないからそこという

話であれば、主競があけば、そこを使っていただくのが筋だろうと思います。弓道については、

現状以外にやりようがないので。それから体操ですね、体操は、器具が分館にあるからという

ことが大きな理由ですので、例えば新体育館に体操の器具が移ったとなると、そのときには新
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体育館を使っていただくことになるのかなと、そういうふうに考えております。それから空手、

合気道、武術太極拳ですね、これもなぎなたなどと同じように、本当に甲の原でいいんですか

という部分です。もしかしたら、本当は主競でやりたいのに、主競が混んでいるから甲の原で

開催している、そういう可能性があるのではないかということです。あとについては、説明さ

せていただきましたので、その右側の点線の下も、こういうふうに動かせば、これだけあきま

すよという例示ですので、後でお読みいただければと思っております。 

   資料１については以上でございます。 

○澤本委員長  事務局の説明が終わりました。委員各位のお考え、御意見をお願いいたします。 

   その前に、ちょっとこの資料に、事務局にお伺いしたいんですが、フェンシングのところが

主競技場になっていますけれど、私の記憶では、これ主競技場を使ってないと思いますけれど

もね。これは、ぶち抜きでやっているはずですよね、３、４競技場のあたり。分館だったです

よね、これ、違いますよね、たしか。主ではないです。 

   それと、さっき、なぎなたと合気道が大きな場所でやりたいのではないかということだった

んですが、実際は、人員の問題で、なぎなたも、ちょうどいっぱいいっぱいというところで、

合気道はちょうどいいくらいではないですかね、見た感じが。３、４競技場をぶち抜きでやっ

ているのを私見学に行くんですけれど、なぎなたも、２、３、４競技場なので、人数が少ない

から、今のところは間にあってそうですけれど、ふえればああいう、大物を振り回すから、甲

の原ぐらいでもいいかなという。何が何でも主競技場を使うというほどの人員ではないという

ことですね。市民体育大会については、さっきの絡みますけれど、八王子の市民がどのぐらい

入っているかという、さっきの４番の問題に絡んでいきますから、それを締め込んでいくと、

なおさら規模が小さくなる可能性はあるんです。空手なんかは、集めれば幾らでも集まるんで

すが、市の大会なので危険性があるということで、ころ合いを見計らっているので、これも、

今のところでちょうどいいかなぐらいなんですね。ただ、問題は駐車場の問題が甲の原がある

のでという問題もありますね。武術太極拳についても、ちょっともう狭くなったかなという感

じはしますね。３００人ぐらい来てますよね。結局、これも車の問題が絡んできて、甲の原を

使う場合には、どうしても駐車場が狭いので、その辺も、場所の問題と会場以外に駐車場とい

う、近所に迷惑をかけるので、その辺のところも考えて。そうかといって主競技場をやるとだ

ぶだぶになってしまうし、甲の原でちょうどいいかなというところもある。すれすれのところ

があるんですね、これ、どうも大会は。さっき言った、２日以上要する種目というのは、確か

にこの種目。この人たちが大きなところでやってくれると、この分だけ必ずあくわけですから、

たっぷりコマは生まれると思うんですよね。 

   それともう一つ、市民体育大会では、一つの種目がメインアリーナとサブアリーナの両方に

同時に使うことはできないというのですが、それこそ、バスケットとかバドミントンとかバレ

ーボールなんていうのは、これ、一遍で済んでしまうのではないですかね、これ、あけると。 

○事務局  バレーボールが一番問題なんです。というのは、大きな大会ができる配置ですと、そ

れだけ余白をとらなければなりませんので。バレーボールは穴があります。ですので、余計な
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穴はあけることができませんので、バレーボールの場合は面数をふやせないんです。そこが最

大の問題なんです。ですから、バスケの場合は、まだ線を引いて、あとはゴールを持ってくれ

ば済むので、バスケの場合は面数をふやせますので、バスケの場合には、メイン、サブ、両方

という可能性も確かにございます。ただ、それでも消化し切れないんですね。バスケの場合は、

そういう形で５面とったとして、５面とって、では何日縮められるかという部分がありますの

で。 

○澤本委員長  悪いんですけれども、バスケが一番よく食うんですよ、場所を。７日ぐらいとっ

てしまうんですよ。７日とられてしまうから、よその団体が使えないので、バスケを大きなと

ころに入れてしまえば、７日をどうやって絞り込むかという。 

○事務局  そこについては、もう一度検討して、シミュレーションして、どれが一番効率的か探

したいと思います。 

○澤本委員長  ですから、（４）のように、もう決めてしまって、市民体育大会ではメインアリ

ーナとサブアリーナを両方に貸すことはできないとしてしまうと、今言ったように、例外的に

使える競技もあるので、こういうふうにしてしまう、バレーは使えないとしても、違う競技で、

日にちをたくさん食っているところをなるべくここに詰めてしまえば、皆さんが楽になるとい

う。そのために、たしか、これつくっているんですよね、この体育館というのは。これ、４の

ところは、ちょっと考えてみてください。 

   それから、（６）のところで、キッズルームを必要とする、認められている大会の場合って、

この間キッズルームでも、私は反対したはずなんですが、どうしても役所側はキッズルームは、

いろいろな問題が含んでいるので、キッズルームは必要だというのは、そこまではしょうがな

いから認めましたけれど、こんなことをしたら、これを理由に借りられますよ。では、理屈で

言ったら、３人でも４人でも、では、キッズルームを使うからといったら、これを逃げに使え

る手が出てきますよ。キッズルーム、うちは子どもが、うちだって空手でいえば、子どもたく

さんいますからね。そうしたら、子どもキッズルームに入れたいということになってしまって、

優先権が出てきたのではないですか。 

○事務局  これは、要は日程調整会議の中で認められるかどうか検討していただきたいと。 

○澤本委員長  だから、このキッズルームを、何か、私とすれば、無理やりつくったように感じ

るんだけれども、それを活かすために、こういう決めをつくるのはいかがなものかと思うんで

すよね。あくまでも、そういう一般的に子どもたちが出場する、あるいは保護者が出場する大

会であれば、どの競技もキッズルームは必要と主張できる。多分、子どもを連れてくる競技と

は、もういろいろな競技が出てくると思いますよ、これ。そうしたら、これが要領のいい人だ

と、キッズルームを使って優先権というのをとる可能性はありますよ。 

○事務局  繰り返して申しわけございませんが。ですので、行政がかむと、そこのところは難し

い部分がございます。日程調整会議の場で、皆様の方で、それは本当に必要なのというのを決

めていただけば、ちゃんと本当に必要なものだけが使えることになるのかなと。 

○澤本委員長  例えば、ではキッズルームに子どもを何人入れればオーケーとかやらないと、例
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えば、極端な話、一人でもキッズルーム利用は利用ですよね。そうしたら、これは、ではうち

はキッズルームを使うんだから、アリーナを使いますねというふうに、これ優先権はないんだ

ろうけれど、キッズルームを使う人はサブアリーナを使用することができるとは書いてあるけ

れども、何となく、これ優先的だと、とろうと思えばとれますけれどね。キッズルームを、あ

えてそうやってピックアップすると、無理やりつくっているからと、私は、腹を読んでは悪い

んだけれど、そういうところをいかにも出てきているような、キッズルームというのをピック

アップしているんでね。これは当たり前。皆さんの意見では、キッズルームは必要であるから

つくったものであって、これを条件の中に入れる基準にはないような気がしますけれどね。だ

って、皆さん、この間、私が一人で反対したんですけれども、皆さんの意見では、子どもが必

要だし、それからたしか、キッズルームのけがについては、だれが責任を持つんだと。そうし

たら、何か、そういう専門家を雇って、そこの子どもの面倒を見る、将来、部長の意見は、そ

ういうことも考えていますと言ったんだけれども、では、これについてのけがのメンテという

か、けがは、故障はどうするんですかということになりますよね。余りキッズルーム、キッズ

ルームって言ってしまうと。どうなんですか、これ。 

○事務局  けがとか、それは自己責任ですので、基本的に、キッズルームの中にはけがをするよ

うなものは置きませんから、それについては自己責任で対応していただく。各団体の責任のも

とに対応していただくということですね。ここに書いてあるのは、あくまでも優先権というこ

とではございません。ただ、どうしてもそういうものがあるのであれば、せっかくそこに、そ

ういうものをつくるんだから、そういう、どうしてもキッズルームを使わなければならないと

皆さんが認めるものであれば、それはサブアリーナを使っていただきましょうと、そういう趣

旨でございます。 

○澤本委員長  そのキッズルームを使用する必要があると認められる大会の場合はというと、認

められたら、どうも言葉の裏に新体育館のサブアリーナは使えますよというふうにも解釈でき

ますよね、これ。 

○事務局  ほかにないので、ほかにない、キッズルームがあるのは新体育館のサブアリーナだけ

なので、ですから、それがどうしても必要だと、それも日程調整会議の中で、皆さんがそれは

しょうがないだろうと認めたのであれば、それはキッズルームがある施設はそこしかないので、

それは新体育館のサブアリーナを使っていただくのが正しいのではないかと、そういうことで

す。 

○澤本委員長  さっき言った、けがも、中に物が置いてないといっても、けがというのは、子ど

も同士遊んでいてけがするんですよね。押してしまったり、足がひっかかってしまったり。こ

れは、キッズルームに入れるというのは、小さい子を入れいているわけで、このキッズルーム

というのは、子どもをそういうところで保護していく場所でしょう。 

○事務局  大会ですので、当然、役員がそこにつくものと、こちらは想定しています。 

○委員  キッズルームのあり方は、体育館によって違うんですね。この間、三重県の津の体育館

については、フロアにガラス張りで、そこを使用しますかというのを、まず聞かれるんです、
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申し込んだときに。そのときに使用しますということにすると、その団体の責任によって、す

べて管理してくださいと。だから、体育館側は一切手を出さないよ、場所だけ貸すよ。中の事

故については使用者側の責任ですよというのが書いてあるんです。もう一つの形式は、完全に

別な場所にある体育館の場合、ここでは、例えば職員がいるところもあります、そこに。この

時間、あいてますよというので、お母さん方が下にいる場合でも職員が対応できるような施設

もある。今回の場合は、完全に、まだ設計していないからわかりませんけれども、フロアから

隣接して中が見えてということであれば、貸出の際に使用しますかしませんか、する場合につ

いては、条件を付与することで、それは、けがとかは解決できますよね、一つは。今言った、

売りに見えてしまうというのは、私も感じます。こう書いてしまえば、今、澤本委員長言われ

たように、では、子どもいっぱい連れていくから優先的にしてよと言われたときに、だめとい

う理由が、ちょっと難しいかな。調整会議で、どうしても使いたいのがバッティングしたとき

に、では子どもが２０人ぐらい来るから優先、認めてよと言われたときに、ノーが言いづらく

なるのかなというふうに感じます。どの程度、三つのフロアで緩和されるかわかりませんけれ

ども、余り売りというか、言葉に出しておかない方がいいのかなと。ただキッズルームの使用

の場合には、使用者側のというのを逆に前面に出した方がいいのではないかなと思います。 

○澤本委員長  ほかに御意見ありますか。 

○委員  娘がつい先週、インディアカの大会で、子ども３人連れていったらキッズルームがあっ

て、そこへ預けたそうです。そうしたら、そこにボランティアのおじいさん、おばあさんがい

っぱいいて、子どもの数よりボランティアの方が多かったそうで、預かってもらって、１日、

でも子ども一人１，０００円取ったそうですよ。僕も、それはいいなと思ったんだけれども、

もしも、そこでおじいさん、おばあさんが何かの弾みに子どもにけがをさせたら、だれが責任

をとるのかなと思うんですが、今おっしゃるように、駐車場と同じで、駐車場の中の事故は責

任負いませんよということになると、本当に預けた方の責任だけでやるしかないですよね。そ

れもキッズルームというのではなしに、本当の、隅っこだそうです。私見てませんからわかり

ませんが、こういうふうにキッズルームという名前をつけてなかったそうです。ですから、な

かなか難しいと思いますが。 

○澤本委員長  今、けがについては自己責任ということで、それを明示するということで大体話

はわかるんですが、では、サブアリーナのキッズルームは、ただそこにルームがあるというこ

とだけなので、あえてうたうと、私も、さっきのを繰り返すようですけれど、優先権が出てき

てしまうようなイメージを抱く。つくった人はそうでないと思ってつくっても、実際読んだ私

達が、そういうふうに感じるということは、それ以外に感じる人も出てくる可能性はあるとい

うのは現実だと思うので、あえてキッズルームのことについては触れないで、逆に、けがにつ

いては一切、うちの方では責任持てませんよというふうなことを入れておいた方がいいのでは

ないですか、基準として。と思いますけれども、いかがですか。 

○委員  キッズルームは安全でなければならないとは思います。もちろん、大会役員とか係の方

がいて、団体責任、借りた場合には団体責任だと思うんですけれど、これを全部なくすという
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よりは、このキッズルームがあるので、ここまで明示するのはいいかどうかわからないですけ

れど、参加する立場で考えると参加しやすくなるというか、いい方にとれば、子どもは小さい

けれど、ここで団体が預かってくれるので、どんどんどんどん、そういう小さい子がいても競

技に参加できる人がふえるのも事実ではないかなというのはあるので、そのキッズルームが、

一番上にキッズルームを使用する必要があると認める大会とぽんと出てますけれど、キッズル

ームもサブアリーナにはありますよくらいの何か書き方で。では参加、ここでやる大会であれ

ば、私も行けるわとというのがあればいいなと思うんです。 

○澤本委員長  書く、要するにあるんだから、書く必要はないわけで、一目瞭然でキッズルーム

があるんだから、これは利用できるのは当たり前なので、私はかえって誤解を生むような、書

くよりも、使いたければ申請すればキッズルームは使えますよという方が、特別に何もキッズ

ルームを、こんなにピックアップする必要はないと思うんですね。事務局、いかがですか。 

○事務局  キッズルームは、やはり、この前、とどろきの体育館見たときも、確かにあって、新

しい体育館には、やはりどうしても私必要だと思うんですよ。確かに、会長さんのおっしゃっ

ている危惧もわかるんですけれども、だから一つの、言い逃れではないけれど、これを一つの

理由として、確かに使われてしまうという危惧もわかるんだけれども、解釈としては、そうい

うものも、キッズルームもあるよというスタンスを、やはり出さないわけにはいかないと思う

んです。新しい体育館は、どうしても。これ、時の流れでぜひ必要なので、だけど、これでも

って優先利用するということではないというのは、どこかでやはり言うしかないのかなと思う

んですよね。 

○澤本委員長  当然、施設のパンフレットには、ちゃんと載ってくるわけだから。トイレがどこ

にあって、ロビーが何があって、キッズルームはここにあると言えば、使う人が見れば、これ

はキッズルームがあるとわかるじゃないですか、ここに一々書かなくても。それは、書いて、

これが誤解を生じるような文章だったら、取り除いて、ガイドブックの中には必ず入れていけ

ば、使いたければ使うと。 

○事務局  すみません、まず前提条件として、市民体育大会は既存施設です。既存施設でいって、

それで既存の施設をあけることができるものにはメインアリーナを使っていただく。ですから

基本的にはサブアリーナはないんです。バッティングしたときのみがサブアリーナなんです。

ですから、そういうことと同じ考え方で、キッズルームを使わなければならないというもので

あれば、サブアリーナを使ってくださいと、そういうことで、ですから、優先順位ではなくて、

まず、基本的にサブアリーナは使わないんです。 

   ですので、バッティングをした場合にはサブアリーナ。それから、基本的には既存施設。そ

うした中で、サブアリーナについては極力あける。というのは、サブアリーナは個人向けのも

のなので、既存の施設とメインアリーナで処理ができるのであればサブアリーナはあけると、

そういう考え方です。 

○委員  その辺が、最初の、体育館の調整会議が、大分混雑していて、そもそも新しい体育館を

つくってくださいという一番のもとは、そこから出ているんですよね。大会が、とてもできな
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いから、何とか新しい体育館をつくってくださいというところが出た。 

○事務局  ですから、メインアリーナを使う種目を決めて、メインアリーナで収容することで施

設をあける。あけたところには、別の団体が入れるわけですね。さらに、それでもバッティン

グするのであれば、サブアリーナを使っていいですよということなので、ですから、基本的に

はサブはそれほど、バッティングしたとき以外は使わないです。それで、さらにもう一つの条

件として、優先順位ではなく、どうしても子どもさん、キッズルームを使わなければならない

ものについては、優先順位とかではなくて、そこにしかキッズルームがないからサブを使って

くださいと、そういうことです。 

○委員  それと、５番のサブアリーナの大会使用の要件中に６番があるということか。 

○事務局  その趣旨です。 

○委員  ６番という数字を消してしまって、バッティングしたときにサブアリーナを使用するこ

とができる。新体育館サブアリーナで大会が行われる場合、キッズルームを使用できますよと

いうことでしょう。 

○事務局  ですから、バッティングした場合とは違うんです。切り離して考えていただきたいん

です。キッズルームは、バッティングをした場合とは違うんです。ですから、メインアリーナ

と、それから現状の主競技場でたくさんコマを使うものをメインアリーナに移すことで、主競

技場も分館も、かなりあきます。かなりあきますので、そこの部分で吸収していくのが原則。

ですから、メインアリーナを使える種目を限定することで主競技場と分館をあける。それでも

さらにバッティングする場合にのみサブアリーナです。ですから、基本的にサブは使われない、

よほどのことがない限りは使われないと、そういう考え方です。ですから、それとはまるっき

り別の問題として、キッズルームがあるのはここしかないので、キッズルームをどうしても使

わなければならないと、そういうものであればサブアリーナを使ってくださいと、そういう趣

旨です。 

○澤本委員長  ですから、５番で一緒にするというわけには、ちょっといかないということ。 

○委員  サブアリーナは、原則使わないんでしょう、大会で。 

○澤本委員長  どうしてものときだけ使う。だから、今までの状態でやるけれど、日数をたくさ

ん使う大会はメインアリーナに行ってもらえば、そこ、どかっとあくから、もっと緩和できま

すよと。それでも、どうしてもというときに、そこで出てくるんですよ。そこでキッズルーム

は出てくるんだけれども。 

○事務局  キッズルームではなくて、サブアリーナが出てくるんです。 

○委員  キッズルームは、まだそこでは考えない。 

○澤本委員長  だけど、サブアリーナを借りたい人は、そこら辺で考えれば、子どもをだしにや

る可能性はありますよと。 

   今言っているのは、今までの市民体育大会は今までどおりやってもらうのが原則ですと。だ

けど、随分場所をとったり、日にちをとる大会だけはメインでやれば、すき間ができますよと

いうことでしょう。すき間ができた中でも、市民体育大会がどういうふうに動いていくかわか
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らないわけで、そこがもしも、どこかでバッティングした、５のところでバッティングしたと

しますよね。そうすると、サブアリーナに、新しい方のサブアリーナに行ってくださいという

条件づけができますよね。そのときに、うちは子どもがいますからという手が出てくるのでは

ないですかと。 

○事務局  ですから、やはりバッティングのところと一緒にしてしまうと。 

○澤本委員長  ですから、私は、５と６は分けていいと思っていますけれども、そこの、どうに

も振るいがかからなくなって、どうしても今の現状、交通整理がつかなくなってしまった場合、

時々出てくるんですよね、体育館でも。くじ引きなんかやっていますけれど、そういうときに、

ではしょうがないから個人開放のサブのところへ回しましょうよというときに、子どもがいた

方が有利になってしまうのではないかなという、そういうことを、先を読んでいるわけです。

だから、ここはあえて入れる必要がないのではないかなと思っています。流れはわかりますよ、

今言っている全体の流れ。最初から、そこへ突っ込んでしまって、みんなで調整しようよとい

う場所ではないという考え方ですよね。でも、いつかそういう場所になる可能性もあるわけで

しょう。 

○事務局  これについては、そういう、今一定の結論というか、いただきましたので、それにつ

いて、また検討しまして考えます。では、これ、ちょっと宿題として預からせていただきます。 

○澤本委員長  なんか、流れの中でキッズルームを、どうしても、事務局は欲しいと言うし、皆

さんも欲しいと言って、キッズルームの価値は、私もしょうがない、認めたわけですから、そ

れでつくることになったので、それも場所がたしか移動して、みんなが見える場所に移動しよ

うよという、たしか器具庫を予定していた場所に、見えるところにやるのが筋だということに

なったわけで、では私からすれば、それが当たり前だとすれば、一々こんなことを言う必要が

ないわけで、トイレがどこにありますかというのを聞くのと同じなので、目立つところに置い

てあれば、こういう文句は必要ないと私は思いますけれども、事務局は、もう一回検討してく

ださい。 

   次、行きます。 

   一番大きな問題で、市民体育大会なんですが、何割以上が市民であるかというところで、先

ほど事務局の説明は、ダンスというところに一つ出ているんです。それは確かにダンスは十五、

六％、私が見たら２０％ぐらいだと思ったんですが、あと関東大会みたいなのを一緒にやって

しまって、市民体育大会の中に、昔はテレビ局なんか呼んで大騒ぎしてしまって、その後、話

し合いをしまして、市民体育大会と自分たちの、要するに公私を混同しないでくれと。私たち

の大会、この市民体育大会は公的なもので、私たちから見ると、あなたたちの関東大会、東京

大会という、これは私的なものですよと。公私は混同しないでくださいということになったの

で、そうすると、八王子のダンスをやる人が少ないというんですよね。少なくてもいいではな

いですかと。少なければ少ない場所でやって、全国大会、東京大会、関東大会と大きなのは別

枠でとればいいのではないですかというのが、この話の一つの４の中に入っていると思うんで

すが、逆に、居合とか合気道というのは、今度は小粒過ぎてしまって、これは大き過ぎてしま
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って迷惑をかけています、ダンスは。ところが逆に、うんと小さ過ぎてしまって、市民体育大

会も、２割ぐらい八王子で８割ぐらいよそでないと開けないのは、居合とか合気道なんです。

それは、やはり市民体育大会の意義の中に、スポーツの振興とともに近隣と仲よくするという

ところも、コミュニティーの振興みたいなものの中に、拡大解釈すれば、では日野の大会のと

きに、こういう、一つは助け合いですから、日野に八王子の人も行くんですよね。お互いに、

相互に助け合ってやっている大会なんです、こういう小さいのは。これを市民の割合が何割以

上とすると、これ、すごく難しいです。小さくてどうしようもなくてできない、市民だけでは

成り立たないから何とかよそを呼んできてやる。ダンスはそうではなくて、はなからもう、テ

レビ局を入れて、この場所を上手に活用してしまおうというのと二種類あるんですよね、市民

がたくさんいない団体というのは。 

   私も顔をいつも出しますけれど、あいさつなんかに行きますけれど、私は、体育協会の中で

も話したんです。こういうの、ちょっと割り振り悪いからどうなんだろうねと言うと、もう真

っ向に反対してきますよね、その連盟は。おれたちだって、よそへ行ったし、お互いに助け合

いなんだから、それでだんだん大きくしていけばいいだろうというような考え方なんです、小

さい方は。居合とか合気道は。ダンスの方は、また全然違う考え方。でも、４の項目に上げら

れるように、筋論でいくと八王子市民体育大会に市民がいなくて何なんだと。少なからず１団

体に大会開催委託料が出るわけですよ、すずめの涙なんですけれど。でも、それは税金なんで

すよね。こういう大会、恐らくそれにちょっと足せば、居合や合気道はできてしまうなと見て

いるんです、その大会経費。ところが、ダンスとか大きくなっていきますと、もう５０万から

１００万かかりますから、はっきり言って６万円ぐらいの負担なんです、市からの負担がね。

ところが６万円くらいの負担では、はっきり言ってすずめの涙で、大体の大会は。ところが、

こういう小さいところにすると、ちょうどいいぐらいのお金になってくる。そうすると、そこ

を焦点に当てると、そこに税金を使って、どうして集まるんだということになってしまうと、

こういう割り振りを、何割以上が市民であるということをうたわざるを得ないかなとも思うん

ですが、ここは委員長ではなくて体育協会の立場としても、すごく困っているんですけれど。 

○委員  料金設定なんだけれども、現状は区別してないんですよね、市民であるか、要するに日

野市民であっても、料金は同じですよね。これが市民と、要するに近隣の方と料金設定が変わ

ってくると、この問題がにわかに出てくるんですよね、当然ながら。 

○澤本委員長  これは、市民体育大会だから、場所は市が借り入れて、料金はただなんですよ。

問題になるのは、在住・在勤・在学の人となると、日野の人も出られるんですよね、この学校

があれば。八王子市民でなくてもいいわけですから、このすみ分けがなかなか今度は、市民で

ある者とするというところが、すごく難しくなってくるんですよね。一々調べるわけにもいか

ないし、私は八王子に勤めてますよと言われたら、もうそれまでなんでね。 

○事務局  このヒントというか、ちょっとわからないんですが、基本的に委員長に教えていただ

いた、なぎなたですとか、居合とか合気道、そういったところ、また子どもに限って言えば、

非常に八王子市民が多いんです、恐らく。ですので、ダンスについて言うと、大人も子どもも
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ほとんど同じような割合になっているのかなと。 

○澤本委員長  ですから、ここのところ、この問題は、すごく時間がかかるかもしれない、何割

以上が八王子市民であることと決めるのは。問題は、場所の使わせ方のところに来ているわけ

で、今言った、ダンスを市民体育大会用に必ず集めてもらって、その他のところでなぜこうい

うことをするかと言うと、今まで場所がないから、安定してとれる場所は市民体育大会なんで

すよ。でも、こんなふうに、ばっと、延べに場所は広げれば、二つに分けて欲しいと言ったっ

て、嫌とは言わないはずなんです。今までは、否応もなく確実にとれる市民体育大会で１０月

のうちにとってしまえば、１１月の調整会議で使えないということはない、危険性がないから

やっているのであって、１１月の分も十分とれますよとなれば、これは多分、この割り振りは、

ちょっと待ってもらわないといろいろな問題が出てくるので。要するに、うちの方でもダンス

は二つにすれば場所の問題はクリアするんですよね。 

○事務局  これは一つの御提案でございまして、今、事情は委員長の説明でよくわかりましたの

で、基本計画あるいは基本方針をまとめる段で、問題提起のような形をとらせていただければ。 

○澤本委員長  問題がちょっと大きいのでね。 

○委員  参考までに、八王子とか日野とか、多摩地区の場合は、割と市民というのがある程度わ

かるんですよ。都心部の区なんかは、それこそ国際大会ではないけれど、いろいろな人が入っ

て、例えば港区だったら、神奈川県から千葉県まで人が入ってやっているのね。だから、その

辺がちょっと難しいかなという気がするんだけれども。ただ、八王子なんかの場合は、厳密に

言うと、どうするのかわからないけれども、市民であるかないかと、何かで身分証明か何かわ

かりませんけれど、何かそういうものがあれば一応区別はできるけれども、なかなか在学とか

在勤となると、なかなか難しいので、ある程度しかできないと思う。大体、申告をしてもらっ

て何割ぐらいは市民ですよというのが、例えば半数以上市民がいればいいよとか、そのぐらい

緩やかなものでないと。個人ならできますよ、個人だったら、市民か市民でないかわかるけれ

ども、大会というと、なかなかその辺難しいので、少し研究してもらって、もしこういうふう

に決めるんだったら、少なくとも半数以上は市民であることとかいうことで申告してもらうし

か。チェックはできないと思うんですよ。大会をやっているのに、きょうは何人市民でなんて

いうことはできないと思う。 

○澤本委員長  私が体育協会会長の任についてからは、市の大会ですよということは言っている

んですが、居合なんか見ていますと、胸票なんかは、静岡だとか山梨だとか、他府県のをくっ

つけて来ているんですよ。車を見ても、多くが他府県ですからね。どう見たって、これは八王

子ではないなんていうのはいるわけですよ。でも、その人たちに言わせると、自分たちも、山

梨なり新潟なり長野の方へ行って、お互いに、要するに規模の小さい団体は助け合っているん

だというような、そういう解釈なので、余り、これ、規模の小さい団体をいじめるようでかわ

いそうだなというふうに。第一これ、そんなことを決めてしまうと、小さな団体は成り立ちま

せん。 

○委員  団体を育てるという意味では、ちょっとね。 
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○澤本委員長  だから、ダンスは、ちょっとやり過ぎているのでね。だから、ダンスの場合には、

今言った、しつこいようですけれど、区分けを、公私を分けてもらうということを条件にすれ

ば、これはクリアできるので、４の問題をちょっと待ってもらうという形でよろしいですか。 

   ダンスは全部使ってしまうからね、そこのところを使いたい人たちが、正当な八王子市民が

８割いる大会が制限されて、よその人がたくさん関東大会をやられたのではという、これは税

金の問題ではなくて、場所の問題にも出てくるわけですよね。 

○委員  これ、市民体育大会なんだから、それの基準ですよね。だから、使用の基準ではなくて、

大会の基準をもう一度見直してもらうというところだと思いますよ。 

○澤本委員長  ということで、この市民体育大会は、今も説明のあったように、現状でなるべく

やっていくというのが基本ですね。そして、大きな大会は、場所をたくさん、日にちをとるの

が調整会議でわかるんですけれども、２日以上を要する種目というのは、２日どころではなく

て、５日も６日も７日もとるんですよ。私は、調整会議の席上では自粛してくれと。やはり予

選なんかはやらないでくれと。でも、何か難しいことを言って、せいぜい六つぐらいまでしか

絞り込めないんですよ。黙っていると、１０でも１５でもふやしていってしまうから。何とか

お願いして、それでもたしか、バスケットも６日ぐらいではないですかね。絞ってますよね。 

   だから、私は、それはかなり皆さんにお願いをして、縮小してくださいよということは言っ

てきているので、でも多分、今度は場所ができれば、もっと思い切ってできると思うんですよ

ね。そのために、私たちは体育館をつくってくれ、つくってくれと言ったわけですからね。 

○事務局  今、委員長が言われた、その趣旨でまとめたつもりでございます。ですので、そうい

う種目についてはメインアリーナということで決めさせていただいて、それでもどうしてもと

いう場合のみサブアリーナ。サブアリーナは、個人開放中心の施設ですので、どうしてもだめ

という場合のみサブアリーナと、そういうまとめ方をさせていただいたつもりでございます。 

○澤本委員長  できれば、（４）のところ、しつこいようですけれど、バレーはだめだとしても、

どこかの種目が早く終わればメインアリーナとサブアリーナをぼんと貸してしまえば、さっと

片づくので。 

○事務局  シミュレーションさせていただきます。 

○澤本委員長  ４のところ、ひとつ研究してください。 

   あとは、この№１の資料のところで何かありますでしょうか。 

○委員  １点だけ。やはり、器具ですよね。種目によって、例えばさっきバスケットを５面つく

ってしまおうと言ったけれど、ゴールを５セット本当に置くのかというところもあるし、それ

からさっき言った穴ですよね。バスケットはできるけれどもバレーではできないという穴の問

題も出てくる。それから、ユニホックにしても、フェンスが必要なら、そのフェンスはどこに

置くのか。置いてしまったところしかできないわけですよね。調整するにしても。新体育館に

置いたら、もう今の主競技場ではできなくなってしまうというのもあるので、その辺のところ

も、やはり、今後いろいろ検討していかなければいけないなと感じました。 

○事務局  それは、委員の言われるとおりだと考えております。それで、体操のところには、そ
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のような規制をさせていただきました。器具庫の方も十分なスペースをとりたいとは考えてお

りますので、そういった、おいそれと動かせないような器具、そういうものを使うものについ

ては、それを収納する、そこが市民体育大会会場と、そういう考え方でおります。 

○澤本委員長  では、このことについては、このくらいでよろしいですか。 

   ちょっと細かいことなんですが、「空手」と書いてありますよね。上を読んでいただければ

わかると思いますが、「合気」とか「弓」とは書いていないので、「空手道」なんですね、これ。

細かく言うと、「空手」と「空手道」とは違いますから。 

   次に、発言がないので進行したいと思いますが、事務局、説明をお願いします。 

○事務局  冒頭申し上げましたとおり、運営の方は、本当に切ることができないので、細かい問

題から輪につなげていきたいと考えておりまして、№５の資料を見ていただきたいと思います。 

   なぜ一般開放のあり方なんていうことをと疑問に思われるかもしれませんが、先ほど申し上

げましたとおり、細かいところから入って輪につなげていくより方法がないので、御容赦くだ

さい。 

   まず、一般開放のあり方ということで、１番の現状でございます。現体育館で行っている一

般開放について見てみますと、二種類ございます。（１）と（２）、一番上と真ん中辺に書いて

ございますが、（１）の方は球技及び弓関係ですね。これは、それから（２）の方は現体育館

が直接行っている、直接、自主事業で行っている事業と、この大きく二つに大別できます。 

   それで参加費なんですけれども、基本的に球技については３００円、体育館の使用料ですね。

委託先が、各連盟、協会に指導員派遣を委託してございます。 

   では、一般開放を新しい体育館ができたときにどういうふうに行っていくべきかということ

なんですけれども、そこ、③番からは、こちら側でのたたき台でございます。ミニテニス、ネ

オテニス、バレーボール、ソフトテニス、バスケットボール、バドミントン、この種目を、今、

各連盟、協会に委託しまして、指導員を派遣していただいて、一般開放しております。その種

目を全部新しい体育館に持っていくのかどうかというのもございますが、少なくとも、この、

もう既にこれだけ長い歴史を持ってずっと続けておる競技であるということが一つ。それから、

施設がふえるのに種目が減るというようなことでは、ちょっと本末転倒という部分が出てまい

りますので、種目はふやすことはあっても減らすことはないと、そういう方向で新しい体育館

に一般開放を移行するべきであろうと考えております。ただ、弓道場については現状、新体育

館には設置しない形になっておりますので、和弓、アーチェリーについては現状どおり現体育

館で一般開放する。今、一般開放の中で問題になっているのが、⑤番でございまして、一つに

は、特にこれはソフトテニスなんですが、時間帯によって、３時からやっているんですが、３

時から５時という時間帯では極めて少数の方が主競技場を使うということで、独占状態が生ま

れている。結果として、なかなか、初めて来た人が入りづらいというようなことが生まれてい

る。ソフトテニスの場合は、特に面積が広いので、少ない人数で独占という形が生まれやすい

というのが一つの問題点。それから、二つ目ですね、バレーボールなんですが、バレーボール

の場合は、その日によって非常に人数にばらつきがあるということでございます。恐らく、チ
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ームのうちの何人かという形で参加してくるのかなと予想しておりますが、非常に少ない日と、

みっちりの日があるということになってございまして、少ない日が、やはりそういう意味で目

立ってしまうということですね。それから３番目に、指導員の確保が難しい。バスケットの方

は、なかなか、６時から一般開放始まるのですが、６時半まで来れないというような状況が生

まれているということです。そのほかに、私どもの方で気がつかない部分があれば教えていた

だきたいと考えております。では、新しい体育館でどうやってやっていくべきなのかという部

分ですけれども、参加者数の実績、あるいは開放日とか開放時間を工夫することで、そういっ

た問題を埋めていくしかないだろう。これについては、例えば、市がやるにしても、民間事業

者がやることになるにしても、そういった中で工夫をしていく、そういう一般開放のあり方を

考えていくということで、基本計画とか基本方針の方に書かせていただければなと考えており

ます。 

   それから（２）番ですね。現体育館が直接行っているものですけれども、これについても参

加費は同じ３００円です。事業内容としては、市民体育館のものだけ並べてございます。エア

ロビクス、ストレッチ、スポーツ民謡、フォークダンス、太極拳、ジュニア体操、この辺が表

立ったものでございまして、これらの一般開放につきましては、かなり、やはり過去からのノ

ウハウも蓄積されてございまして、非常に人気の高い事業ということになっております。です

ので、これらの事業につきましては、今の体育館で、そのままの形で実施した方がよいのでは

ないかというのが、ここでの御提案でございます。それは、理由のところに書いてございます。

ただ、問題点といたしまして、今、実施時間が午前の枠の中でちょうど真ん中辺に入っており

まして、前と後ろが時間がむだ、むだといいますか非効率な状況が生まれてますので、そこに

ついては利用区分の見直し、３時間でいいかどうかという問題も、この間宿題としていただい

ておりますので、そういった中でむだをなくす形での実施を考えていかなければならないのか

なと考えております。 

   それから（３）番、右側ですけれども、そういったことも踏まえた中で、新しいスタイルの

一般開放、これを新しい体育館で、それから新しい体育館ができたことによって古い体育館の

方でも変えていく必要があるのかなという御提案が、その（３）番の方でございまして、①番

として、今の一般開放は、先ほど料金を御紹介いたしましたとおり、体育館の使用料、その額

だけなんですね。ですから、１日について３００円という参加費になってございますが、今度

新しい体育館ができた場合、特に先ほど申し上げましたとおり、人気のある事業については古

い体育館に残すとなれば、新しい体育館の方は、それとは別路線で一般開放を展開していくべ

きであろうと。それはどういうことかと言いますと、より質の高いサービス、質の高いサービ

スだから、より多くのお金を払っていただける、そういったサービスを展開することで市民の

方の選択の幅を広げていく、それが新しい体育館ができたときに考えるべき一般開放の一つの

考え方かなと。この間、エアロビクスの話もございましたが、今の市民体育館でやっているエ

アロビクスは３００円で参加できる。そのかわり、百何十人も一遍にやると、そういう事業で

す。しかし、百何十人も参加する、３００円で気軽にできる、そこのよさは当然生かしておく
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べきであろうと。だとすれば、では新体育館では、もしエアロビクスをやるとしたらどうする

か。同じことをやっても意味がありませんので、それでしたら新体育館の方には多目的室、充

実した多目的室ができますので、そこで一般の民間事業者がやっているような質の高いエアロ

ビクスをやればいいのではないか。それから、メインアリーナという広い面積を持つという武

器がありますので、そこについては、テニス教室あるいはフットサル教室、こういったことで、

今までにない、例えば、それより高い料金による一般開放、これを考えていくべきではないか

というのが、①番の部分で、こちらで考えたことでございます。ただ、その例とした下のとこ

ろに書いておきましたけれども、このような事業を、高いお金の一般開放というのが、どうし

ても定時性を確保しなければ成り立ちません。毎週何曜日の何時から何時、これを確保するに

はどうしたらいいかというのが、一つ問題として出てまいります。しかも、このような事業の

場合、仮に民間事業者だとすれば、毎晩打ってしまうという可能性もあるわけですね。収益が

上がりますので収益の上がる夜には一週間通しでそういうことをやるということも民間事業者

の立場にたてば考えられます。ですから、民間事業者が、もしそれをやったとしたときに、ど

ういうふうにこちらの方で必要な枠を確保するか。それを絶対に考えなければならない、そう

いうふうに考えております。特に、そこに書きましたが、先ほどあったユニホックとかハンド

ボール、フットサル、こういったものはメーンアリーナを使わなければ意味がありません。メ

ーンアリーナで、そういうフットサル教室、テニス教室だなどということで収益に走られてし

まいますと、本当に面貸しができないということになりますので、そこについては十分な配慮

が必要であるよと。こういったことを基本方針・基本計画の中に問題提起として書かせていた

だければなという御提案でございます。 

   それから②番、これについては、新体育館の多目的室、ここを使用した一般開放、今のと若

干かぶるんですけれども、それから多目的室の使用方法という部分にかぶってまいりますが、

新体育館の多目的室というのは、新体育館は個人の活動の拠点であるということ、それから地

域交流スペースの中に設けた地域交流の場であるという、この前提が大前提ではございますけ

れども、ただ、別の方向から見れば、この多目的室がどうしてあれだけ議論になったかという

と、そういうスペースがない、そういう施設を団体が使えない、それが春から夏にかけて、あ

れだけの議論を呼んだ理由でございますので、一般開放が優先ではあるけれども、一応団体貸

しというのも考えていかなければならないだろう。だとすると、大前提の個人の活動場所、地

域交流の場ということから考えれば、週４日ぐらいは一般開放、残った３日ぐらいは団体の方

に施設不足解消のために使っていただく、そういった運用がいいのかなという御提案でござい

ます。 

   それから③番、現体育館の有効活用ということで、何も新しい体育館ばかりではございませ

んで、現体育館第２競技場を使い方を改めるという御提案をいただいてございます。ただ、第

２競技場、これは市民体育館の方から聞いたんですけれども、火曜日と金曜日の午前中につき

ましては卓球を使いたいということで、たくさんの方が訪れるということでございます。です

ので、第２競技場も多目的室的な考え方がスタートですので、そういった状況に合わせて、何
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も第２競技場が卓球場でなくなったと、だから卓球では一切、使用できないということではな

くて、そういった状況に合わせて、ここについては需要が多いというときには卓球、ここにつ

いては別というような、そういった形での対応をしていかなければならないのではないかと。

ここについての一般開放のあり方というのは、そういったことも含めて、後ほど説明いたしま

す予約の考え方にも非常に絡んではまいりますが、その予約の話をするに当たっての前提条件、

それから後は、あり方として基本方針、基本計画に、この小委員会からの提言という形で乗せ

るにはどうでしょうかと、そういった内容のものでございます。 

   以上でございます。 

○澤本委員長  事務局の説明が終わりました。委員さんの御意見を伺いたいと思います。 

   さっき私聞いていたんですけれども、現状の体育館が非常に安くて、これからできる体育館

が、質もいいとなれば、それだけ高くなるわけで、これは、この間も話をしたんですが、どっ

ちに行くかは、ふたを開けないとわからないんだと思うんですよ。まず、現状のところで、参

加費と書いてありますよね。この３００円と書いてありますけれど、これは変えるわけにはい

かないんですか。 

○事務局  これは、あくまでも現状をお示ししたものでございます。体育館も、耐震補強と、あ

と冷房をつけるとか、そういったことが計画されておりますので、そのときに、それに応じた

料金体系というのは検討されることになると思います。 

○澤本委員長  問題は、新体育館と旧体育館との貸出の料金をどうするかというバランスという

か、当然どっちかが高くなってもしょうがないんだけれど、格差があり過ぎるというのは、す

ごく借りる方も貸す方もやりにくいのではないかと。 

○事務局  おっしゃるとおりだと思います。ただ、それは、一般開放の場合には、それなりの配

慮といいますか、できるだけ料金を近いような形。といいますのは、大きい箱にたくさんの人

が入れば、それだけお金がたくさん来ます。ですので、その料金格差、新しい体育館と古い体

育館の最も料金格差をつけなければいけないところは面貸し部分。面になったときには、人数

は関係ございませんので、面の部分では思い切り料金格差をつけられますが、一般開放の部分

では、それほどの格差はつけられないのではないかと考えております。 

   ですので、この球技系ですね、球技系の、今のものがそのままスライドして新しい体育館に

移る部分、ここについては料金格差は、それほどは設けられないのではないかなと想定します。

ただし、（３）番の方に新しいスタイルとして書かせていただいた部分、ここについては、今

までは本当に、入館料といいますか、本当の自動販売機で買う３００円だけの一般開放だった。

ではなくて、そこにプラス幾ら。幾らというのは、またそれは別の、そのときにそれに応じて

考えることでしょうけれど、今までみたいに入館料３００円だけでできる一般開放ではないと、

そういう意味でございます。 

○委員  入館料の、この値段は、どういうふうに設定されたわけですか。それによって、古いと

か新しいのの差はないとか、いろいろ出てきますよね。 

○事務局  これ、はるかに前の話なので、ちょっとちゃんとしたお答えはできないんですが、市
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の施設は、ほとんどが面積要件、たしか面積要件が基準で料金が当初設定された。ただ、その

後、料金が改定、何度も改定されている施設とか、なかなか改定されなかった施設、そういう

ものがございますので、一番当初、昭和の何十年かわかりませんが、そのころ、スタートライ

ンは確か面積が一つの基準、あとほかにも何か基準はあったかもしれませんが、そういったこ

とで、そのころから何回改定されたかとか、そういうことで、大分施設ごとのばらつきが出て

いるということです。 

○委員  入館料が、そういう面積だとすると、古いも新しいもないわけですが、電気代だとか、

掃除代だとか、そういったことで計算されているのだったら、またいろいろ違うと思いますけ

れども。 

○委員  現在の、この現状の方で受託している、その連盟や協会の方、先ほどもバスケットなん

かは大変だ、これから難しくなるというお話があったんですけれども、実際に、私もネオテニ

ス協会で受託している側ですけれども、結構大変なんですよね。毎週必ず人を出さなければい

けないという、それも二、三名必ずというところも、ちょっと大変は大変なんですけれども、

逆にまた、それが、両方で同じ種目があった方がいいなとは思うんですよ。当然、場所が違い

ますから、浅川地区の方は、そんな距離ではないですけれどね、ちょっと来てできるというと

ころの魅力も出てくるのでいいんですけれども、その受託する側の、かなり大変なところ。そ

れから、委託事業になりますから、当然、その費用がかかるわけですよね。その費用について

も、現在の金額が、例えばここに書いてある６つの、それぞれの協会・連盟が幾らもらってい

るかというのは一度出していただいたことがあるんですけれども、そういうところでも、例え

ば一人に、私のところなんかは半日出てもらうと２，０００円、交通費ということで、個人に

支給しているんですね。そうすると、毎回４人出てしまうと赤字になってしまうぐらいの金額

なんですよね、受託する側が。それが、逆にもっとたくさんもらっている協会もあるみたいで、

逆にそれが収入源になっているなんていうのもあるので、その辺のところのしっかりしたルー

ルの見直しと、それから、やはり、それぞれの、いろいろな体協にしろ、レクリエーション協

会にしろ、そういうような呼びかけをしていっぱいできるようにすると、これはいいと思いま

す。 

   もう一つの新しいスタイルの方で、教室、何とか教室となると、やはり自主事業的な考え方

になろうかと思うんですよね。こうなると、やはり運営をする側が、かなり大変かなというふ

うに感じます。やはり、エアロビクスでいい先生を呼ばなければ高いお金を取れないとか、そ

れからフットサルをやるにしたって、多少は名前のあるような、元サッカー選手が来るとかと

いうのでないと高いお金が取れないと思うんですよね。その辺の、これから先になろうかと思

いますけれども、それはそれで自主事業としてたくさんやってほしいというような希望。 

   二つの一般的な開放と教室というところで、ぜひやってほしい。 

○澤本委員長  これ、いつも言っているんですけれど、直営でやるのかＰＦＩだか、よくわから

ないものを検討しろというような、こんな難しい話はないんですよね。その民営であれば、こ

れは多分、そういうふうに考えるでしょう、ここのところがポイントのところだから、これを、
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だから、市側、要するに、私たちがある程度、どこまで足かせかけるかという話でしょう、こ

れ。 

○事務局  実は、そこがこちらでも非常にやりづらいところでありまして、ただ、これは本当に

先ほど申し上げましたとおり、予約のあり方に結びつけるためのものでございまして、予約の

あり方を考えるに当たって一般開放がどの場所でどういう形で入ってくるか、それを認識して

いただかないと予約の話ができないので、これについては、今、委員が言われたように、こう

いう方向を目指してくださいと、そういうような御提言をいただければ、それを計画の中に盛

り込んでいくと。そういうつもりで、こちらの方、説明させていただいていると。 

○澤本委員長  すると、３の新しいスタイルの中の（２）のところで、多目的室、ざっと見て、

個人が主体の体育館とは言いながら、面貸しということも考えているようなので、この辺の、

先ほど委員会の始まる前に事務局にちょっと質問したんですけれど、甲の原体育館の卓球室は、

どのぐらい稼働率があるのかは私も知っていますけれど、私たちは下の方の体育室、鏡のある

のは第三ですか、あそこはいつもあぶれてしまって、木曜日はやたら込むんです。ダンスとか

空手とか、いろいろな種類が入っていて、悔しいから見に行くと、大分上は涼しい風が吹いて

いて、随分あいているんですよね。それは何を言いたいかというと、こういうところでも、そ

ういう可能性は出てくるわけで、個人貸しと団体貸しを日分けで分けていくという、このアイ

デアが出ているように、現在ある体育館でもそうしてもらいたいなという、ちょっと余談です

けれどね。数人の人がやると言えばやるんだけれど、もっと何十人の人が使いたくても、ダン

スもかなり来てますし、私たちも、もう大体、３月の調整会議見ていますと、ほとんど木曜日、

うちは使えません。火曜日だけなんですね。子どもたち、しょうがないので、何とか工夫して

いるんですが、だんだん、集まってくる会員も足が遠くなってきてしまうと。一生懸命ジュニ

ア育成していても、日にちがとれるときととれないときがあるようになってきてしまうのでね。

できれば、何も二、三人でやっているところは次の日来てもらうようにして、火・木・土とか

月・水・金とかと、こういうふうに日割をして、きょうは火・木・土・日は個人開放ですよ、

月・水・金だけは面貸ししますよというようなことを現状でもやっていただきたいし、これか

らの新体育館もそういう、多目的室も、そういうふうに、ひとつするのも手ではないかなと。

一回決めてしまうと、何度も何度も、私、行政に直訴したんですが、あそこは卓球室だから卓

球以外は貸さないというかたいお話なんですが、私は全部多目的室だと思っていますから、た

またま卓球台が置いてあるだけで、卓球したければ卓球台を広げてやればいいので、なければ

たたんで他に使わせて欲しいというのが一般市民の、私を含めて一般市民の考え方なんですね。

そういうことも踏まえると、そこのところも、そうしておかないと、逆に今度は民間が使った

場合には、金もうけの事業ばかり先にやってしまって、一般の市民が使えないような形、逆に

今丸っきり逆の発想になってしまうということもあり得るかなと思ったので、こんな話をした

んですが、その辺のところは、皆さんいかがでしょう。全部個人貸しにするのか、日にちを飛

ばせて、当然土・日なんていうのは一般の人はたくさん使うんでしょうから、そこは開放して

も、団体の面貸しなんかは月・水・金なんていうのは平日ですからね。平日でも火・木・土が
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あるわけだから、個人の人は流れるところは流れるので、今、甲の原体育館も踏まえながら話

したんですけれど、現状、体育館も踏まえての話で、これから貸出についても私たちは何度も

言っているのは、何とか室、要するに武道館とか武道室はつけないでほしいと言ってあるのは、

私たちも、そういう面で譲っているわけですね、武道だけが使うのではないよと。武道があい

ていれば、ほかの競技をやればいいのではないかと。逆も、卓球があいていれば武道も使わせ

てくれと、ダンスも使ってもいいんじゃないのというのが、これが本当の多目的なんでね。何

とか室なんていうのはやめてもらいたいんです、現状でも。どうなんですか、事務局。 

○事務局  甲の原体育館は、今、会長の方からお話があったこともあろうかと思います。方向性

としまして、甲の原体育館の会議室は、床の改修を加えまして、いろいろな目的に使えるよう

な形にしております。他の施設もそのような方向でと思っています。ただ、一気にそれができ

るかどうか、そこら辺かなと思っておりますけれども、方向性としては、今、会議室の例を申

し上げましたけれども、そんなことも現実にやって直しておりますので、御理解をお願いしま

す。 

○澤本委員長  理解はできるんですけれど、今、徐々にの改革というふうに聞こえたんですが、

今やらなければやれないので、新しい体育館と、今ある体育館をメンテして、それから分館と

甲の原、新体育館と市民体育館と、この四つを頭に入れて貸出を協議してくれと言っているの

に、甲の原だけはゆっくり協議しますというのは、私は納得できませんね。この時期にやらな

ければ、やれないと思いますよ、この改革は。 

○事務局  そういう部分では、やはり一緒にやれれば一番いいと思いますし、先ほど甲の原体育

館の話も出ましたけれども、そういう話というのは、今まだ、ちょっとペンディングになって

いると思うんですよ。そういう部分では、やはり一緒にやっていくのが筋かなと思っています。

今申し上げたのは、会議室の方を、今早急に、そういう対応をしましたということで申し上げ

ました。 

○澤本委員長  私が言っているのは、会議室の話ではなくて第２体育室を、そういう方向にする

には、すぐ、お金もかからない、頭さえ使えばできる話で、会議室は、何かすればお金はかか

るでしょうけれど、現在あるものを有効に使っていかないと、こういうところで一生懸命話を

していても、全体バランスからいくと話がちょっとおかしいのではないですかと思ったんです

が。 

○事務局  その辺は、検討はしてまいりたいと思いますので、ここでは、ちょっと即答できませ

んが、検討はしていきたいと思っています。 

○澤本委員長  しつこいようですけれど、ちなみに、あの体育館は何年たっていますか。築何年

ですか、でき上がって。 

○事務局  平成５年竣工で、１５年です。 

○澤本委員長  １５年ですね。１５年前に使い出して、私たちはずっと言い続けているんです、

１５年間。今、答弁では、徐々にと言っていますけれど、あとまた１５年たつんですかね。３

０年たってしまいますよね。やはり、早急にやるべきときは早急にやっていただく。私たちに
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は全体を考えながら協議して欲しいと、こういうふうに言われいてるんで、今気がついたとこ

ろでは、そういうところもあるので、早急に入れてもらわなくては困るんです。徐々にでは困

りますよと、こう申し上げています。 

○委員  今、委員長がおっしゃるように、大前提は、できるだけ一つの種目に使うようにしない、

できるだけね。ただ、例えば畳を敷いてしまったら、これはもう、これは畳の上でできる種目

しかできないんだから、そういうのは特殊だと思うんだけれども、できるだけいろいろな種目

ができるようにして、やはり、１５年見直さないのではなくて、やはり２年とか３年たったら、

やはり調整をして、見直して、変えていくということが、現状に合わせていくということが必

要なので、それはやはり、これからは、こういう会議のときに提案していただいて、みんなで

知恵を絞って見直していくということがいいのではないですかね。１５年なんていうと、大変

なことになってしまう。 

○事務局  いずれにしても、現状の利用状況、そういったものもよく勘案した中で、確かに限ら

れた施設でございますので、有効活用するという意味では、一回、実態を調査して、それで確

かに澤本委員長の言われるように、そういった実態が非常に目に余るようであれば、それにつ

いては、やはり徐々に、というか、徐々にという言葉がよくないでしょうから、早急にでも調

査して、利用されている方も現実にいますので、そういった方の御意見も聞きながら、理解を

していただいて、変えていくという方向で考えさせていただきます。 

○澤本委員長  全く市民センターと同じなんですよ、それも。あそこの部分だけは。市民センタ

ーも二、三人でやっていて、何人もの人が使えない状況もある。これは、話の筋、遠くなって

しまうから話ししませんけれども、体育館関係で、そういうところがあったら、即直してもら

ってもらいたいなと。これからできるのも、どうしますかという、現状として。新体育館の多

目的室を使用する一般開放のところでどうしますかと。団体貸しの日をつくるとか、個人その

ままでやるのか、この辺を皆さんで。今現在あるところも、そうでないからやってくれると言

うのだから、これからつくるところもどういうふうにするかというふうに考えてもらわないと、

向こうもやりにくいんですよね。 

○委員  機能からいったら、やはり一般の市民に使っていただく日をつくらざるを得ないでしょ

う。機能からいったら。だから、それは、しかしながら、そういう広いレクホールというのが

欲しいと言っている団体もあるわけだよね、現実に。例えばダンスの団体とか。だから、そう

いうのもあるから、そういうところも調整をして入れ込めるように、例えば日割りにするのか、

曜日にするのか、時間にするのか、いろいろ考え方があると思うんだけれど、それはやはりや

っていく必要があると思いますね。大きいところ、ほかにないから。いっぱいあれば、それは

こっちの館は団体貸しはありませんと言えるんだけれど、そういうのがないから、それは現状

では、やはり両方、個人貸しもできるし団体貸しもできたら、その比率をどうするかというの

が、情勢をちょっと調べないと、ここで簡単に、月・水・金だよとかというのが言えないので、

そういうふうにする必要はあるんだと思います。 

○澤本委員長  委員の考え方は、そういう必要性はあると。曜日を細かくまでやる、今、時期で
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はないと。そういうことですね。 

○委員  情報がないからね。 

○委員  ②に書いてあるとおりでいいのではないですか。週に３日は団体の面貸しを行う。 

○澤本委員長  だから、これにのっとって、そちらもやってくださいよ。それで同じような対応

になるわけでしょう。 

   はっきり言って、まだ面が、あそこができたから体育施設が充実していると私たちは思って

いませんので、やはり上手に、有効に使うと、さっき委員さんがみんな言っているように、上

手に、うまく回すということが一番きょうの議題なわけでしょう。 

   時間もだんだん詰まってきましたが、ここで１０分くらい休憩時間をとります。 

（休憩） 

○澤本委員長  あとまだ議題がたくさんありますので、それでは、今までのところは、皆さんこ

れでよろしいですか。余り細かく決められるようなことでもないので、ざっと流していくとい

うような感じになってしまったのですが。その先に行きたいと思いますが。説明をしてくださ

い。 

○事務局  それでは、前回、よその体育館はどうかというお話がありましたので、こちらの、今

度は小さい方の紙ですね。とどろきアリーナの条例の施行規則、それから条例の施行規則では、

ちょっと読みづらい部分がありますので、その後ろに利用御案内という、字が小さいんですが、

こちらの方は、一般の市民向けに、こういうふうにしてくださいよと、そういう説明、かみ砕

いた説明になっております。 

   ここで、とどろきアリーナについて細かくやってもしょうがないので、私の方で概略だけ説

明させていただきますけれども、とどろきアリーナの予約につきましては、１年前のその使用

日が属する月の１日からと、そういう非常にまどろっこしい言い方になりますが、簡単に言え

ば、来年のきょう、来年の１２月１７日に予約を入れたいという場合には、ことしの１２月１

日からですよと、そういうことです。そのときに予約の受付を開始します。その予約の受付を

開始した日のみ、バッティングを抽せんします。そのほかは、全部先着順ということですね。

それがとどろきのメインアリーナの予約の受付方法です。ただ、そのほかにサブアリーナの半

面使用とか、いろいろ細かい使い方もございますので、それについて、４カ月間だけ予約を受

け付けませんと、そういう期間が設けられております。その４カ月間というのは、半面使用と

か、そういう、ちょっと違った使い方の予約を受け付ける期間ですよと。とどろきの場合、全

部機械というシステムを使った予約になっていますので、そういった区切りを入れる。という

ことは、逆に言えば、その４カ月間は全然メインアリーナの予約は受け付けられない、下手を

すると、ほかの体育館にさらわれてしまうと、そういうことがあるということです。 

   それから、コマ割りのことなんですけれども、この１枚単体で、１枚別に配った、こちらの

方、これが条例本則の方の部分なんですが、下の表をごらんください。施設の料金も書いてご

ざいますが、金額という下のところに、午前、午後、夜間、全日という区分でやっております。

それで、午前が９時から１２時の３時間１コマ、なぜかそこに１時間休憩があります。午後の
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部は１時から４時半まで。さらに、そこでまた１時間休憩がございまして、夜間は５時半から

９時半までということで、午前中が３時間、午後の部は３時間半、それから夜間が４時間、そ

ういう区分になっています。ただ、料金設定は非常にわかりやすいことになっておりまして、

午前中の９時から１２時のところで、一番上のアマチュアスポーツで入場料を徴収しない場合

をごらんいただきたいんですが、３時間で１万８，０００円。要は１時間６，０００円という

ことですね。その１時間６，０００円をベースに、すべて時間で計算していますので、非常に

わかりやすい料金設定になっております。こういうところは、参考にできるのかなと思います。

ただ、どう考えても、この１時間１時間のむだな時間が挟まれているというのは、これは八王

子では採用したくないなというのが、とどろきアリーナについてのこちら側の感想でございま

す。 

   以上が、とどろきアリーナで、この間議論になった部分についての説明でございまして。で

すので、とどろきアリーナの場合は、大体１年前、ほぼ１年前が、予約の開始時期ということ

になってございます。 

   そうしたら、では大きい紙の№２、これをごらんいただきたいんですが、予約をどうしてい

くかというのを考えた場合に、どうしても、今の想定の中では、メインアリーナ、それからサ

ブアリーナ、それと多目的室、これは全部別々の制度にしないと成り立たないであろうと、そ

ういうことで、施設ごとに予約の方法の案をお示しいたします。№２が、新体育館のメインア

リーナの予約の方法のたたき台でございます。 

   まず、新体育館のメインアリーナは、「みる」「みせる」体育館である。したがって、大会・

イベントが優先になる体育館であるというところは、皆様方に今まで御承認いただいてきたと

ころでございますので、ではその大会・イベントの予約の受付をどういうふうにしていくかと

いうのが、そこに書いてある案でございまして、まず、大原則としまして、１番ですね、大

会・催し物については、申請書方式。すなわち、予約システムは使用しない、そういう形で予

約を受け付けていくという案をお示しいたしております。というのは、この間議論になりまし

たけれども、では何年前から、早いものは随分早くから入るのではないかということがござい

ます。それが、システムを使うから、いろいろな問題が出てくるわけでございまして、システ

ムなしの紙ベースで進めれば、いつからでも受け付けられると。その日程を調整する会議に、

その紙が出てくれば、そこで日程調整に入れるということになりますので、基本的に大会・イ

ベントの受付は紙ベースで申請を受け付ける形にしてはどうかと。システムとは切り離してし

まおうという考え方です。ただし、大会とイベントを同列に扱うのがいかがなものかというこ

とで、あくまでも体育館はスポーツのための施設ですので、基本的にスポーツイベントの場合

は、大会と同列に扱ってもいいけれども、そのほかの催し物については、差を設けるべきであ

ろうと。そういうことで、スポーツイベント以外の催し物については、１年半前と、そこから

しか受け付けませんということで、スポーツ関係のものと、そうでないものとの差を設けては

どうかというのが、そこに書いてございます提案させていただいた内容です。そこに、墨つき

括弧の、いろいろ書いてありますが、これは、この間ちょっと理由を忘れたというのがあった
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ので、理由の部分は、その括弧の中に表示して忘れないようにしてあります。ですので、少な

くとも体育館という本来の目的、それを優先するために、こういった形でやってはどうかとい

うのが１番。 

   それから２番ですね。あくまでも大会・イベント中心の体育館ですので、これについては市

民優先とか、そういう概念は要らないということで、先着順。あくまでも先着順で受け付けま

すよというのが、そこに書いてある内容です。ただ、無制限に先着順というのでは、この間御

指摘いただいたとおり、どんな大会でもいいのかということになりますので、その下の部分に、

大会・イベントを紙で受け付ける、その内容について基準を設けさせていただきました。資格

の基準といたしまして、まず、ここに掲げられている内容のいずれかに該当する大会・イベン

トでなければ事前にここ、予約は受け付けませんよと、そういう縛りを入れようという案です。

一つには、まずメインとサブの両方を使う大会あるいは催し物。これについては、サブアリー

ナとの関係がございますので、まず、これは最優先。それから、メイン、サブ、両方使う大会

ということであれば、これは当然普通に考えれば、かなり質の高い大会であろうと想定されま

す。ですので、メイン、サブの両方を使用する必要がある、それからもう一つは両方使うとい

うことはたくさんの試合をこなす、それはこの体育館でしかできない、そういう理由もありま

す。ですので、メイン、サブの両方を使用する場合には、事前に予約を受けますよと。それか

ら次、２番目ですね。大会の場合には、ここに書いてある三つに該当する大会については、事

前に予約を受けますよということでございます。１番目が日体協・都体協に加盟する団体が主

催する大会。これは、場合によってはオリンピック選手選考会、そういったものも考え得ると

いうことで、ハイレベル、こういう大会であれば基本的にハイレベルであろうと。それから２

番目ですね、中体連・高体連の大会。ただし、中体連・高体連の大会といっても八王子市中体

連、さらにその中でも細分化されたりしますので、基本的には都大会レベルという考え方。そ

れと３番目が、最もすべてに共通するような部分になりますが、観客数が７００人を超える大

会ということです。要は、７００人までならサブアリーナで賄えます、サブアリーナで賄えな

いものについては、メインアリーナを使っていいですよと、そういう考え方です。 

   それから３番目、今度は催し物の基準ですけれども、催し物につきましては、スポーツイベ

ントが優先です。でも、スポーツイベントなら何でもいいではなくて、基本的には７００人を

超えると認められるもの。これは先ほど説明したとおり、７００人を超える、「みせる」体育

館ですから、７００人を超える、しかもサブアリーナでは対応できない。それと、もう一つ、

催し物の中に、いろいろな種類がございます。新車の展示会ですとか、あるいはいろいろな見

本市とか、それからテーマを持った博覧会とか、いろいろな催し物が想定されます。その中で

も、要は体育館でなければできないものですね、非常に大きなものを展示しなければならない。

こういうものは、ほかの施設ではできませんので、こういうものについては事前予約を受け付

けますという考え方。それから、③番は、それと似たようなものですけれども、ＪＲ八王子駅

南口に新市民会館が建設される予定でございます。そこは２，０００人規模。ですので、コン

サートとか演劇とか、そういったものについては２，０００人までは駅前の新市民会館を利用
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していただこうと。それでのめない４，０００人とか５，０００人とかと、そういう話になれ

ば、催し物でも新体育館を使っていいですよと。それが、そこに書いてある基準でございます。

それからもう一つ、ちょっと細かいですけれど、観客数が７００を超える。これは延べではだ

めです。要は２００人ずつ、常に２００人ずつ流動的に動いていて、全部で８００人という、

そういうようなのは、それはサブアリーナでも十分でしょうという考え方ですね。 

   それが、大会・イベントの予約受付の考え方です。ですから、そういった基準をクリアした

ものについては、いつからでも予約を受け付けますと。紙で出してもらうことで、９月３０日

を一つの切れ目といたしまして、これは半年という切れ目もございますし、さらに、そのすぐ

翌週に通常は市民体育大会の日程調整会議がございます。ですので、その区切りもありますの

で、９月３０日を基準日として、そこまでで受け付けた予約については、もう先着順で確定さ

せてしまいます。その次に、大会・イベントの予約が確定してあいているところを、各種教室

や市民体育大会などの日程を入れていくということですね。日程調整中、先ほども言いました

けれども、とどろきの場合は受け付けられない期間がございます。そういうのはもったいない

ので、八王子の場合は、この日程調整期間の間でもイベント予約、予約が入った場合には、そ

れを受け付ける形で、ただし、それは確定分ではありませんので、日程調整の中で調整してい

く。４番目は、先ほど議論いただきましたけれど、市民体育大会の場合は、先ほど申し上げま

したとおり、ほかの施設をあけることができるものについては、メーンアリーナを使ってもら

うことにお話、了解していただきましたので、それについては、ここで最優先で入れていくと。 

○委員  これ反対になってない、資料 No.２の４番のところ。市民体育大会は既存体育館を使う

ことになっていたと思うが…。 

○事務局  ごめんなさい、これは大きな間違いです、すみません。このサブアリーナが余計です。

「基本的には、現市民体育館、主競技場を使用することとし、足りない場合に限りメインアリ

ーナ、サブアリーナ」ですね。申しわけございません。 

   そこで、翌年度の日程が確定いたしますので、翌年度の日程が確定した後はフリーです。こ

れについては、先着順、翌年度の日程が確定した後、さらにあきがあるのであれば、そこはフ

リー、先着順で、それも予約システムを使って予約していってくださいというのが、ここでお

示ししたメーンアリーナの案でございます。 

   その下のところは、ちょっと余白があって書いていたんですが、これについては、先ほど御

議論いただいたので省略いたしまして、サブアリーナの予約方法について、御説明させていた

だきます。 

   １枚めくっていただきまして、№３、サブアリーナにつきましては、メインアリーナとはま

るで性質の違う施設でございます。ですので、ちょっと大会・イベントの予約の受付について

も変化を持たせなければいけないということで、ここに別に書かせていただいております。大

会の予約受付につきましては、メインアリーナ同様、市民の大会であれば、それは考慮してい

くことになりますけれども、ただ、サブアリーナについては、１番のところに書きましたが、

基本的に催し物には使用させたくない。というのは、催し物は見せるものであって、するもの
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ではない。サブアリーナは、「する」体育館ですから、催し物には使わせない。ただし、メイ

ンとサブと両方を使うということで、メインの方で予約オーケーだった場合には、そこは自動

的にサブを使うことになりますので、その場合だけが例外ですよという考え方ですね。それか

ら２番に書いてございますが、大会を最優先。確かに個人のものなんですが、個人活動の拠点

なんですが、新体育館をつくった経緯が、とにかく大会の会場不足というのが大前提ですので、

個人のための施設ではありますが大会は優先しますよ。ただし、どんな大会でもオーケーとい

うわけではありません。あくまでも市民のための大会ですというのが、そこの２番目に書かせ

ていただいたことでございます。 

   それで、メインアリーナ同様に、紙ベースで受け付けた中で、９月３０日までに一次の予約

を確定させます。ただし、そこの一次予約の確定については、メイン、サブの両方を使用する

ものだけでございます。そうしないと、市民のための大会を優先することができませんので、

それ以外のものについては、市民体育大会、スポレク大会とあわせまして日程調整を行って決

めていくということですね。ですから、主競技場の方の日程調整でバッティングして、サブア

リーナを使うことになったと。それは、最優先でサブアリーナに入れていくと、そういう考え

方です。ただ、その矢印のところ、４番、５番のところに書いておきましたが、４番目に一般

開放・各種教室等の日程調整と書いておきましたけれども、その市民のための大会が埋まれば、

あとは一般開放が最優先の館になります。それから、市民体育大会、スポレク大会ばかりでは

ありませんので、そうではなくても、ちゃんとした市民のための大会と認められる大会が当然

出てきます。絶対あります。ですから、それも含めた中での日程調整をして、そこの中で余っ

たところを一般開放を入れるという形ですね。それで、翌年度の日程を確定させた後に、用意

ドンで予約フリーということが、サブアリーナの予約方法の案でございます。 

   それから、その下の現市民体育館の各施設ですけれども、これについては、現状に変更を加

えるつもりはございません。そのために、先ほど市民体育大会のことについて御議論いただい

たわけでございまして、そうした中で、基本的には市民体育館という既存施設の使用を決め、

それで決着がつかなかった部分を新体育館のメーンアリーナ・サブアリーナに振り分けるとい

う形。さらには、市民のための大会ということで、ここは参加率何％と書いてございますが、

できるだけ市民の参加の多いものにしていくというような表現でさせていただきたいと思いま

す。 

   最後です。№４ですけれども、これが新体育館の多目的室ですね。多目的室、一番困るのは

全面使用でございます。ですので、全面使用については、先にメーンアリーナ同様、９月３０

日までに紙ベースで受け付ける。これを決めてしまいませんと分割使用も何も話ができなくな

ってしまいますので、まず、同じように９月３０日までに紙ベースでもらうと。先ほど御承認

いただきましたけれど、週のうち４日は一般開放ですよ。そうすると、全面使用が入れられる

のは３日間の団体使用の枠だけになりますということですね。ただ、ここが、ちょっとすみま

せん、予約確定とコピーをとって、そのままにしてございますが、ここでは確定させるつもり

はございません。全面使用がたくさん入ってきた場合の日程調整をする必要がありますので、
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ここは締め切りです、申しわけないですけれど。ここで締め切りまして、全面使用の日程調整

をかけます。全面使用の日程調整、バッティングがしていれば、当然、先ほど言われましたダ

ンスなどは、恐らく１２月、クリスマスパーティーということで、かなりバッティングが出て

くるのかなという感じがいたしますので、そこの日程調整をする。そこで日程調整をした中で、

全面使用を決める。余ったところが、予約フリーという形になっていくと思います。当然、一

般開放の部分は日にちを先に４日間とっておりますので、そこについては、市がやるにしても

民間事業者がやるにしても、そこは一般開放の事業を入れていくと。当然、余ったところは予

約フリーになりますので、時間帯によっては予約フリーのところが出てくるかなとは思います。

一つ考慮しなければいけないのが、卓球の一般開放でございまして、全面使用の予約がない日

には三つに分割するうちの一つは卓球の一般開放と。それから全面使用でできない場合には、

サブアリーナの半面ということで一般開放を行うように努めるというように御提案はさせてい

ただいております。 

   以上でございます。 

○澤本委員長  事務局の説明が終わりました。各委員さんの御意見を伺います。 

  ちょっと質問なんですけれど、№３の新体育館サブアリーナのところで、左側の、一番左の

２がありますよね。大会を最優先とすると。市民のための大会優先と書いてありますよね。こ

れは、俗に言う、今やっている優先団体の日程調整をやりますね、１１月に。そういう団体の

ことを言っているんですか。 

○事務局  実は、それを想定してございます。現市民体育館、各施設、そこの２回目、１１月中

旬の日程調整会議、この２回目を想定しています。そこであふれた団体を受け入れる。あるい

は、料金も違ってくると想定されますので、この２回目の日程調整会議の段階で、ではサブを

使いますか、メーンを使いますかと、そういうことを想定しています。 

○澤本委員長  今、全面予約のない日って、№４のところで、全面予約で多目的室が使用できな

い時間には、サブアリーナ半面で卓球の一般開放を行うように努めると書いてありますよね。

それは、卓球というのは、何か理由が、根拠があるんですか。 

○事務局  これは、委員長に調整をいただいた内容を反映したものでございます。 

○澤本委員長  ということは、かなり優遇になるわけで、先ほど、しつこいようですけれども、

甲の原第二体育室と市民体育館第２競技場と、それからここの体育館も三つ十分に卓球は使え

るということになりますね。ですから、先ほどの蒸し返しですけれども、その辺も考慮に入れ

ていただいて、新体育館もサブアリーナも半分使える権利を持っている。これは、いろいろ話

の中で、市民体育館のところが少し狭くなって、その分を新体育館に行っていただくと。さら

に、こういうサービスがついているのに、甲の原があいているところを貸さないという筋はな

いと思いますので、さっき言った早急にという意味はそこにあると思います。 

○事務局  いずれにしても、甲の原、今、現状は、そういう話はありますけれど、あくまでも新

しく体育館ができたときには、当然それは考えなくてはいけない問題と思っているんですが、

今現在は、まだできていない状況なので、それは、いずれにしても、これからそういった実態
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把握する中では検討はしていきます。それで、新体育館のところに卓球の方も、そういう設備

ができるよという前提であれば、当然見直しをしなくてはいけないと考えておりますので。 

○澤本委員長  多分、一般の人はこれ、卓球、どうしてというときに、それなりの理由をちゃん

ときちっと、どうして卓球が、ここでサブアリーナ使えるのというのを答えられないといけな

いのでね。 

   サブアリーナの半面を卓球の一般開放とすると決められてしまうと、現場もやりにくいでし

ょうし、不公平感が出るので、これは、たしか、市民体育館に常設されている卓球台１０台を

少し減らして欲しいというところの条件の中に入っている一つなのでね。私が言ったのは、こ

の新体育館ではなくて、今ある体育館を半面、ちょうど、その卓球の関係の方と見に行ったと

きに、半分、ちょうど使っていたんですよ。それをやってもらえばいいので、新体育館でなく

ても、私はいいと思っていましたけれどね。 

○事務局  ただ、現市民体育館から一般開放は基本的になくなって、球技系は、みんな新体育館

に行ってしまうので。 

○澤本委員長  そういう解釈もあるけれど、こっち方は団体使用で向こうは個人使用だから、そ

ういうすみ分けをすれば、こっちに残っているのは団体使用ではないですかね。球技系という

分け方をすれば、そうかもしれないけれど、大きく分けて、団体と個人と分けた場合には、団

体使用優先が市民体育館、今ある体育館とすれば、今やっている卓球は、そのまま半分、あの

まま使うのが。 

○事務局  卓球については、大会以外は基本的に個人使用、一般開放になります。 

○澤本委員長  あの話は、たしか、第２競技場を改造するので、たしか今８台あり、改修後は４

台になってしまうので、６台を向こうへつくろうと、新しい体育館に。でも、その説明に行っ

たときに、今ある体育館のアリーナの半分を卓球は使っていたんですよ。こういうふうにやれ

ば問題ないのではないですかと言ったら、その方は納得したんです。ああそうか、こういう使

い方もあるのなら、たまたま日ごろの練習場が狭くても、半分でも開放してくれれば、全面的

に卓球台が出ていますから、これはクリアできるからオーケーと、こういう話になったはず。

流れはそういうはずなんです。 

○委員  委員長、一ついいですか。 

   メインアリーナの件なんですけれど、メインアリーナは、多分、予想するところ、かなり大

きな大会、「みる」「みせる」ということになるから、かなり大きな大会が来るというふうに考

えられているんですけれど、今、大きな大会というと、東京では国立の代々木体育館、第一体

育館を借りたり、それから東京体育館を借りているんですね。そのとき、今、日体協と日レク

は最優先になっているんですよ。体協に比べたら、レクリエーション協会が使う日数というの

は少ないんですよ。少ないけれども、実は、レクリエーション協会の４１種目のスポーツ団体

が加盟していまして、大きな大会は８，０００人ぐらいの人が集まるんですよ。だから、今ま

でもちろん八王子に持ってくるなんていうことは、市民体育館では全く無理ですから、一切八

王子は施設がありませんと断っていますけれども、今度は、これ、大きな体育館ができるわけ
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ですから、レクリエーション協会の大きな大会も持ってきていいのではないかと思うので、東

京体育館や、それから国立の代々木体育館のように、ここに同じように。貸し数は少ないんで

す。体協の方が圧倒的に多いんですけれども、同じように入れておいてもらうと、大きな大会

が持ってこれる。バス５０台とか、一つの種目で、そのくらいわっと来るような大会もありま

すので、一緒に入れておいてもらうといいと思います。 

○事務局  その大きな大会につきまして、入れる方向で検討いたしますが、一つには、ここでこ

ういう例示をしたというわけの一つは、ハイレベル、ジュニア、サブアリーナでは賄えないと、

ここの部分の強調でございまして、例えば、今、副委員長が言われてましたように、大きな大

会であれば観客数が常に７００を超えると。ここに該当いたしますので、それについては御心

配いただかなくても大丈夫だと思います。ただ、今御意見いただきましたので、その方向は検

討いたします。 

○澤本委員長  当然、日体協も都体協も、当然目をつけてきますから、もう、かなりの大会、要

するに、バス５０台どころではなくて、えらい大きいのが来る可能性もあります。ただ問題は、

この中に入っていないのは、日数ですかね。日数をどのくらい許すのか。それから、回数。全

国大会でもピンキリで、キリの方の大会が、何回も何回もやられては、これも困るわけですよ

ね、回数と日数の問題があると思うんですが、そのことはどんなふうに。 

○事務局  申しわけございません。実は、そこに届かなかったんでございます。ちょっと、この

資料をつくっていて、最後に気がついたんですが、そこに触れてないなというの、最後に気が

ついたんですが、基本的にとどろきアリーナの場合は同一団体が４回までという縛りがありま

すね、月ですね。月４回までです。そういった形で、何らかの縛りを設ける必要はあると考え

ています。あと、もう一つは、やはり何日連続で使えるか、ここの縛りは絶対に考えなければ

ならないと思うんですね。とにかく、例えば、それを縛りませんと、本当に興業で１カ月ぶっ

通しの興業なんていうのをやられた日にはたまりませんので、ですので、何日使える、それか

ら何回というのは考えなければならないと思っております。ただ、ちょっと、きょう、つくり

終えてから気がついて申しわけございませんが、ここらの予約の部分まで、皆様の方の御承認

をいただけるようであれば、もう残された問題はほとんどなくなりますので、まとめ作業を行

う中で、また年明けに一回どこかで日程をとらせていただく中で、本当に残された数少ない問

題だけを議論し、あとは基本計画の素案、本当の素案ですね、運営も含めた、それのたたき台

についての議論などを一回だけさせていただいて、その中で決めさせていただければと思いま

す。 

○澤本委員長  ほかに何かございますか。 

   ないようでしたら、全体に、ちょっと漏れてしまったかななんていうのがありましたら、出

していただけますか。 

○委員  逆に、現の市民体育館の方の、この現在と同じような日程調整会議で、例えば体協、レ

ク協で、システム的にはいいんですか。今と同じことをやるということですよね。 

○事務局  すみません、日程調整会議の第１回につきましては、これは市民体育大会でございま
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す。ですので、そこについては、申しわけございませんが、市の主催事業なので今までどおり

にさせていただく。２回目につきましては、それこそ本当に少ないパイを取り合うという形に

なっておりますので、ここの部分で、先ほどどうして市民体育大会をサブアリーナをあけてお

くと申し上げたかといいますと、それはそこの。ですから２回目の日程調整会議の中で、それ

をサブアリーナに流そうと、そういう考え方でございます。 

○委員  また、みんな集まってあれをやるということですよ。 

○委員  前は、たしかあれ、事務長一人がやっていたんですよ。すると、事務長一人でいいのか

という声が出たので、それでオープンにしようということになってあれをやっているんですよ

ね。あれは、私はいいと思ってます。ちょっと大変だけれど、一回ぐらいは借りるの、あれや

って、顔をつきあわせて、世間がよくわかって。 

○委員  でも、もう、今度は場所十分にあるから、私、だからもう、体協にも言っているんです

よ。あと４年か５年我慢してくれれば、大変な思いをしなくて済むんだよと言っているんです

けれど。後はこうなったら、いかに効率よく使うかという。 

○委員  このダンスのところで、問題点として、関東圏大会があるとかいうのがありますが、過

去にもそういうのがあったんですけれども、それはまずいよという指摘はしてあるんですか、

ダンスの方には。 

○事務局  そちらは体育館の方からも、何度かそういう要望は、ダンスの方にはしてございます。 

○委員  ほかの種目は、やはり、日ごろもほかの近隣の方と一緒にやっておられるから、試合の

ときだけ、あなた方、だめよと言うのはできないと思うので、市民体育大会の枠に含められな

いこともないと思いますが、ダンスだけ、この枠の違うものをやるというのはいかがなものか

と思うので、そういうところだけは、やはりきちんとした方がいいのではないかと思うんです

けれど。ですから、これは市民大会ですよと。だから、近隣の方がおいでいただいても結構で

すよと。でも、そのネーミングを関東大会にするのはよろしくないと。 

○事務局  先ほどそれは委員長の方にまとめていただきましたとおりでございまして、場所がで

きれば、市民体育大会という冠の部分は市民体育大会の方、そうでない部分は、そうでない方。

そういうことが可能になるかと思いますので、基本計画を策定の中で、その中に一つの問題提

起もさせていただいて、そういう形の整理に持っていきたいと。そうでないと、またほかの競

技人口が少ない種目の問題も出てまいりますので。ですから、そういった形で問題提起をしな

がら整理をつけていくというのが、先ほど委員長にまとめていただいた内容だったと思ってお

ります。 

○澤本委員長  本人たちも納得したんですよね。これからは、そういうタイトルも消すと。市民

体育大会であります。たしか、ことしそうやってましたね。ただ、これからは、今度は、まだ

すぐ体育館ができるわけではないから、ちょっと急激に、そうにはならないけれど、市民体育

大会ということをベースに考えてくれとは言ってあります。４年後、やったら絶対、これはも

う反則なので、４年か５年たったときに公私混同しないでもらうということは明確に言います。

今でもやってますけれどね。 
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○事務局  実は、市民体育大会とあわせて、そこの競技連盟さんの大会をやるというのは結構あ

るんですね。例えば陸上なんかもそうですし、幾つかあることはあるんです。いずれにしても、

そういうものは、冠は市民体育大会をメインにしてくださいと。それで、仮にその団体さんが

一緒にやるものは、それは兼務でやるのは構わないけれども、それは字を小さくしてください

というお願いは、今、しています。ですから、例えば、それによって主客転倒するのではなく

て、あくまでもこの会場をとったのは市民体育大会のためにとっているわけですから、それを

前面に出してください。これは、水泳大会でもそうですし、みんな、今、そういう指導をして

います。それと、ただ、問題は、ダンスさんの場合は、確かにその市民の方が非常に少ないと

いうのが非常に問題であって、それを今度、今後切り分けていこうかどうかという話なので、

それはすぐにはできないかもしれませんが、その方向で、やはりやっていかないと、今後問題

が出てくると思っていますので、これはちょっと会長さんと一緒に努力させていただきたいと

思っています。 

○澤本委員長  よく調べますと、市民体育大会よりも後でできたのがダンスなんですよ。ほかは、

市民体育大会よりも前にできているらしいんですよ。市民体育大会は、ことしで６２回になり

ます。向こうは６５回で古いんですよ。逆に、無理やり頼んで入れてもらった経緯があるので、

関東大会は入れてあげたみたいなところもあるんでしょう、多分。だから、自分のところのタ

イトルが先に出てしまうというのもある。 

○事務局  すみません、それとひとつ説明忘れておりましたが、ダンス連盟が、どうして、この

大会で全館を使うかというと、着がえの場所とか、いろいろなものが必要だからということで

す。それが、メインアリーナができれば、メインアリーナには楽屋も用意する、それからちゃ

んとしたロッカールームも用意するということですので、ダンス連盟が望むものはメインアリ

ーナにすぽんと全部入っております。ですから、ダンス連盟としては、むしろ、そちらを使い

たがるという可能性は非常に高いのではないかなと思います。 

○澤本委員長  ダンスは、願ったりだよね。 

   それで、ここには出てないですけれど、床の質とか、その辺も考えるでしょうね。結局、ど

こでもいやがっているのは、ヒールで床を痛めるのでいやがっているようなんですけれど。 

○委員  ボールがイレギュラーしてしまうんですよ、どうしても。 

○澤本委員長  そういうところも配慮して、もしもそういうふうにダンスがメインアリーナを使

うとすれば、その辺も考えていただけますかね。 

○事務局  そこが非常に難しいところでございまして、かたい材質を使えば、費用がかかるとい

う部分。ただ、そこは事業をどういうふうにやるかによっても違ってきますので、そこは、お

知恵いただきましたので、そこは考えながらやっていきたいと。 

○澤本委員長  やってくれ、やってくれと言ったって、皆さん、百年来の不景気だって知ってい

て、これなかなか言いにくいんだけれど、市長にもこの間言ったんですけれど、こんな不景気、

幾ら続いたって１０年だと。使うのは４０年、５０年なんだから、今、苦しくても、つくって

欲しいと言っておいたんですよ。なかなか頭が痛いらしいのでね。お金がないところへ、余計
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不景気だからね。私たちも、わかっていて言うのはいやなんだけれど、やはり、やるからには、

床なんかは一番、私なんか室内競技をやっていますと、一番大切なのは床なんですよね。床に、

それで金がかかるんですよ。だめになると、またやり直すと、余分かかりますから、床だけは

いいのをつくって。空手関係なんか、道場を見ても、周りがプレハブでも床だけはすごくいい

んです。踏み込んで割ってしまったりするのでね。最初から惜しまないでいいのをつくってお

けば、長もちはする。こんなふうには聞いていますので、多分、大体競技というのは床が大事

ではないかと思うので、その辺は考慮してください。 

○委員  私、素人でわからないんですが、あれ、床というのは基準があるんですか。例えば、ピ

ンポンやなんかのボールは、落としてここまではね返ったやつが合格とかいうのはあるわけで

しょう。 

○委員  床は、ないです。 

○委員  ボールの方にあります。どのぐらいはねるかって、ボールの方についています。 

○委員  競技によっては、ありますけれども、体育館の床というのはないはずです。 

○委員  ダンスをやるときに、どうしても、そこの、いわゆる平らのではやらないでしょう。こ

れが、布をつけてやっても傷つくんですよ。床の質にもよるんだけれど。床に傷がつくと、ど

うしてもボールがイレギュラーしてしまうから、また球技の方がいやがるんです。それで、全

国大会やなんかやる場合には、床というのはすごく大事。今おっしゃるように、床ってすごく

大事だから、そこのところ、かなり注意しないと。片方は使えるけれど、片方使えなくなって

しまうということがないように。立川の泉体育館が、よくＮＨＫのダンスをやるんですよ。あ

そこは、上に全部床を敷いてやっているんです、上に。だから、あのままは使わせてないんで

すよ。あれを敷くということは、すごいお金がかかるんだけれど、相手がＮＨＫだからやって

いるんだけれども、そのくらい神経を使ってやらないと、今度はボール球技の方が、いやがっ

てしまうんですよ。だから、そこをきちんとやっていかないとね。最初が肝心ですから。 

○事務局  今、委員が言われたとおりで、当然、そういう可能性が見受けられるという場合には、

きちんと床を養生するシートを敷くとかという、それは条件にしなければいけないだろうと思

っています。また、全国大会レベルになりますと、体操競技なんかもそうですが、もう、きち

んと上に敷く形が今多くなってきておりますので、そういった条件を示していくようなのかな

とは思います。 

○委員  私が聞き漏らしたのかどうかわかりませんが、さっきのキッズルームと絡めて、保健室、

救護室のようなたぐいのものは、ありましたか。 

○事務局  図面の中にはお示ししてございませんが、それがなければ、やはり体育館として機能

しないと思いますので。 

○澤本委員長  ちょっと話が外れてしまいますけれど、アーチェリーからよく出ているんです、

要望が。競技場を使わせてくれと。市役所側は、危険だからだめだという理由なんですよね。

ところが、よその町では、屋外でやっているらしいんですよ。それもちょっと考慮してもらえ

ば、よそへ行かなくても競技場があるんだから、競技場でやれば問題は解決。 
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○委員  競技場って、陸上競技場ですよね。 

○事務局  ですから、結局、矢とか外に飛ぶのは危ないので、それはアーチェリーの方にも話を

しましたけれど、要するにそういう安全対策は万全にして、関係者以外は立ち入らないような

条件でもって、たしかことしの１１月３日だったか、お貸ししたという経緯があります。そん

なことがありますので、恐らく、その方向がうまくいけば、そういう方向をしばらく続けても

私はいいのかなとは思っております。要するに安全対策さえ万全にしていただければ。 

○澤本委員長  ともかく、この新しい体育館の中にできなかった競技が、不満があるということ

は確かなんですよね。 

○事務局  パブリックコメントに対する回答を、ここで御審議いただいた回答を公表いたしまし

たので、そういったリアクションが会長のところに行ったのかと思いますけれども、あのとき

の議論の中で、必要か必要でないかと、そういう話であれば必要だと。ただし、順番を追って

必要なものからやっていくんだと、そういう御議論をいただいたと記憶してございますので。

ですから、今は、これで我慢するしかない。後どうなるかという部分で、また考えていかなけ

ればいけないことだというふうに、この審議会の中で結論づいているものだと記憶しておりま

す。 

○澤本委員長  大体これで、提案事項は審議できましたね。きょうは、大変長時間にわたりまし

てありがとうございました。これをもちまして、審議会を終わります。 

   次回の本委員会の日程については、事務局において調整の上、改めて連絡いたします。 

   先ほど、事務局からの話ですと、１月に微調整をするというような話がありましたので、恐

らく１月にはあると思いますが、どうぞよろしく御協力をお願いいたします。 

   その他、報告事項等ありますか。 

   なければ、以上で本日のスポーツ審議会を終了いたします。きょうは御苦労さまでした。 

【午後９時００分閉会】 
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